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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第１号 教育部 学校教育課 

令和７年２月 17 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)高橋満  

  

件名 安曇野市教育振興基本計画の策定について 

決定を要する事項の

内容 
標記計画策定の可否 

要旨 

本市教育行政における最上位計画として、本市教育の目指すべき姿

と方向性、事業の進め方などを市民に明らかにすることを目的とす

る「安曇野市教育振興基本計画」を策定するもの。 

説明 

１ 計画の内容 

(１) 背景 

「第３次安曇野市教育大綱」に基づき施策を進めてきたが、個々

の事業の概要説明や数値目標がなかった。教育大綱の基本理念

に沿いつつ具体的な計画を策定することで、本市の教育の目指

すべき姿と方向性、事業の進め方などを市民に明らかにするこ

とを目的とする。なお、地方教育行政法（昭和 31 年法律第 162

号）第１条の３の教育大綱を兼ねるものとする。 

(２) 本市教育行政が目指す基本理念 

・からだを動かし、頭で考え、心に感ずる”未来を拓くたくま

しい安曇野の子ども”を育みます。 

・生涯を通じた学び、すべての人が生涯を通じて学び合い、文

化・芸術のかおり高い安曇野を目指します。 

  ※第３次教育大綱の基本理念を引き継いだもの 

 

２ 計画期間 

 令和７年４月１日から令和 11 年３月 31 日まで（４年間） 

 

３ 策定の要点 

(１) 教育を「人格の完成を目指し、心身ともに健康な育成を図

ること」と捉え、幼少期から成年期にいたる各段階における幼

児教育（必要な福祉を含む。）・学校教育・社会教育に係る課題

や施策を整理した。 

(２) 基本理念及び基本方針は、「第３次安曇野市教育大綱」の基

本理念及び基本方針を引き継いだ。 

(３) 具体的な計画が存在しなかった学校教育と学校給食につい

ては、この計画の中で、学校教育分野の基本方針である「郷土

愛と未来を切り拓く力を育む魅力ある学校教育の実現」のため、

５つの施策目標を設定した。 
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４ パブリックコメント 

 （１）実施日程 令和６年 12 月 23 日（月）～令和７年１月 21 日

（火） 

 （２）結果 ４名 43 件 

 

５ 今後のスケジュール 

令和７年２月 部長会議 

３月 市議会福祉教育委員会報告 

     ３月～４月 計画書及び概要版の印刷製本及び関係機関

等への配布 

４月～   計画概要等の広報掲載 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第２号 教育部 学校教育課 

令和７年２月 17 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)高橋満  

  

件名 第２次安曇野市障がい者活躍推進計画の策定について 

決定を要する事項の

内容 
標記計画策定の可否 

要旨 

現在の安曇野市障がい者活躍推進計画が令和７年３月31日で終了と

なるため第２次計画を策定するもの。なお、本市の市長部局と教育

委員会は障害者雇用率制度における特例認定を受けており、当該計

画を連名で作成するもの。 

説明 

１ 計画の趣旨 

  現計画の計画期間満了にともない、これまでの取り組み状況を

踏まえた上で第２次計画を策定するもの。第２次計画では、障が

いの種別を問わず安心して安定的に働くことができる環境整備と

周囲の理解促進、その他第４期安曇野市障害者基本計画とリンク

した取り組み内容を盛り込み、障がいのある職員個人の他に産業

部門が果たすべき役割についても言及した。 

 

２ 計画について 

(１) 計画期間 令和７年４月～令和 12 年３月 

(２) 目標   現在法定雇用率は達成されているが、今後も国

の動向に合わせて障がい者雇用に努めていく。 

① 法定雇用率 

   令和６年４月１日から 2.8％（2.7％） 

   令和８年７月１日から 3.0％（2.9％）※カッコ内は教育委員会 

  ② 安曇野市役所の実雇用率（教育委員会含む。） 

   令和６年６月１日現在 3.06％ 

 

３ 今後のスケジュール 

令和７年２月 部長会議で報告 

３月 公表  

 

 

（以 上） 
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機関名 安曇野市　安曇野市教育委員会
任命権者 安曇野市長　安曇野市教育委員会
計画期間 令和７年４月１日～令和12年３月31日

安曇野市における
障害者雇用に関す
る課題

令和６年６月現在、法定雇用率は達成されている。しかし、個々の職員の障がいは
様々であり、合理的配慮を講じても特性に合わせた職場とのマッチングが必ずしも
万全でない場合がある。障がい者雇用への理解を進めることで能力を十分発揮で
きるより良い雇用環境を作っていく必要がある。

①　採用に関する
目標

【実雇用率】（各年６月１日時点）
法定雇用率を満たす値とします。
（法定雇用率）　令和６年４月１日から2.8％、令和８年７月１日から3.0％
現在法定雇用率は達成されていますが、今後も国の動向に合わせて障がい者雇用
に努めます。
（実雇用率）令和６年６月１日現在3.06％
（評価方法）毎年の任免状況通報により把握・進捗管理を行います。

②　定着に関する
目標

不本意な離職者を極力生じさせないこととします。採用３年後の定着率が100％と
なるよう努めます。
（評価方法）毎年度末、人事記録やアンケート等を元に、当該年度採用者の定着状
況を把握・進捗管理を行います。

③　キャリア形成に
関する目標

【障がい者が担当する職務の拡大】
本人の希望を踏まえ、能力を考慮した配置を行います。
（評価方法）人事記録を元に把握・進捗管理を行います。

⑴組織面

相談先の確保等
（１）「障害者職業生活相談員」の配置
　職員課に「障がい者職業生活相談員」を配置します。
相談員は、障がい理解を深め、障がいのある職員を適切に支援するため、ハロー
ワーク等が実施する研修を受講することとします。
（２）庁内相談窓口の設置
　障がいのある職員本人や、職場で支援にあたる管理監督者等が相談できる窓口
を職員課に設置します。相談者の意向等を踏まえ、必要に応じて、外部組織の支援
者や産業医とも連携を図ります。

⑵人材面

（１）管理監督者向け研修の実施
　全所属の管理監督者等を対象に、具体的な事例等を盛り込んだ、障がい理解に
係る研修を実施します。
（２）「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（長野労働局）」の受講
　一般職員を対象とした「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座（長野労働
局）」の出前講座等を実施し、障がいに係る基礎知識や必要な配慮等に関する職員
理解の促進を図ります。受講した職員には、職員証や名刺等に仕事サポーターのロ
ゴマークを貼付するよう推奨します。

　　第２次安曇野市障がい者活躍推進計画（案）

目標

取組内容
１．障がい者の活躍を推進する体制整備
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障がいのある職員がやりがいを持って働き続けられる業務を選定・創出します。
（１）職場説明会等の実施
　市役所で働く具体的なイメージを持つことができるよう、先輩職員による職場説
明等の機会を設けます。また、採用予定者に対しては採用前に面談を実施し必要な
配慮について合意形成をはかります。
（２）管理監督者との面談の実施
　採用後も、所属の管理監督者による年３回の面談等を通じて、障がい者一人ひと
りの特性や能力、希望等を把握し、業務との適切なマッチングを推進します。
（３）人事異動等における配慮
　所属の管理監督者による年３回の面談や、自己申告書を通じて、障がい者一人ひ
とりの障がい特性や能力、希望等を把握します。また、人事異動にあたっては、業務
との適切なマッチング等を図ります。
（４）障がいのある職員からの希望により、ファシリテーターによるグループワークの
機会を設け障がいのある職員同士の仲間づくりや相互研鑽に努められるよう支援
します。

⑴業務環境

（１）施設の整備
　障がいのある職員からの要望を踏まえて、障がい特性に配慮した環境の整備を
検討します。
（２）就労支援機器等の整備
　音声文字化ソフトの支援機器設置などの、障がい特性を踏まえた体制整備を推
進します。
（３）職場環境の確認
　職員にとって働きやすい業務環境になっているか、毎年度、職員課で別紙の
チェックリストを用い把握・改善に努めます。

⑵募集・採用

（１）職場実習の受入
　特別支援学校の生徒等を対象に要請により実習の受入れを行います。
（２）募集案内時の対応
　市のホームページに職員採用に関する案内等を掲載する際には、ウェブアクセシ
ビリティの確保を図り、障がい者が必要な情報を得られるよう配慮します。
（３）採用選考時の対応
　拡大印刷や筆談による対応のほか、試験時間の延長など、採用選考の実施にあ
たり、必要な配慮を行います。
（４）取扱い
　募集・採用に当たっては、以下のとおりとします。
　・特定の障がいを排除し、又は特定の障がいに限定しません。
　・自力で通勤できることといった条件を設定しません。
　・介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定しません。
　・「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられ
　　ること」といった条件を設定しません。
　・特定の就労支援機関からのみの受入れは実施しません。

⑶働き方

多様で柔軟な働き方の推進
（１）時差出勤の活用
　障がいのある職員の希望により、時差出勤を活用し、公務能率の維持向上を図り
ます。
（２）テレワークの実施
　通勤の負担低減や執務環境の向上を図るため、在宅ワークやサテライトオフィス
等の活用を推進します。
（３）年次休暇の取得促進
　ワーク・ライフ・バランスの実現等を図るため、計画的な年次休暇等の取得を促進
します。

２．障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出

３．障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
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⑷キャリア形成

（１）研修を通じた能力向上
　通信教育講座や専門研修等を通じて、実務能力や専門性の向上を図ります。
（２）研修受講にあたっての配慮
　聴覚障がい者について音声文字化ソフトを使用し、研修受講にあたり必要な配慮
を行います。
（３）職業能力の開発・向上
　中長期的なキャリア形成に関する本人の希望を面談等により把握し、その内容や
各職種で求められる技能等も踏まえた職務選定・職業能力の開発・向上を行いま
す。

⑸その他の人事管
理

（１）職員面談等の実施
　障がい者の活躍推進に向けた取組等について、障がいのある職員と面談等を実
施し、意見を取組へ反映します。
（２）中途障がい者
　中途障がい者（在職中に疾病・事故等により障がい者となった職員）について、円
滑な職場復帰のために必要な職務設定、職場環境の整備等や通院への配慮、働き
方、キャリア形成等の取組を行います。
（３）情報の共有
　障がいのある職員が希望する場合には、「精神障害者等の就労パスポート」の活
用等により、就労支援機関等と障がい特性等についての情報共有も含め、適切な
支援や配慮をします。
（４）職員の評価・対応
　障がいのある職員の希望、能力等を踏まえた業務目標の設定、業務実績等を踏
まえた人事評価、その結果に基づく対応とします。

障害者就労施設等からの物品等の調達
　国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づ
く障がい者就労施設等への発注等を通じて、障がい者の活躍の場の拡大を推進し
ます。

４．その他
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第３号 教育部 学校給食課 

令和７年２月 17 日提出 (課長) 西澤弘修 (担当) 関和俊 

  

件名 安曇野市学校給食センター運営委員会規則の一部の改正について 

決定を要する事項の

内容 
安曇野市学校給食センター運営委員会規則の一部改正の可否 

要旨 

PTA への加入率が低下し、役員の負担が大きくなっていることから委

員の人数を減員するために規則の改正を行うもの。また、選出団体

からの推薦及び役員改選に係る事務負担を解消するため、委員及び

役員の任期を改正するもの。 

説明 

１ 改正概要 

(１) 委員の改正 

安曇野市学校給食センター運営委員会の委員のうち、小学校及び

中学校 PTA 代表の委員数を４人から４人以内にするもの。 

(２) 委員の任期の改正 

委員の任期を１年から２年に、役員の任期を１年から２年にする

もの。 

 

２ 改正箇所 

 別紙のとおり 

 

３ 施行日 

 令和７年４月１日 

 

 

（以 上） 
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〇
安

曇
野

市
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
運

営
委

員
会

規
則

（
平

成
1
7
年

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
規

則
第

1
9
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
安
曇
野
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
条
例
第
22
8

号
）
第
４
条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
曇
野
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
（
以
下
「
委

員
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
安
曇
野
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
条
例
第
22
8

号
）
第
４
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
安
曇
野
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」

と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
組
織
）
 

（
組
織
）
 

第
２
条
 
委
員
会
の
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
 

第
２
条
 
安
曇
野
市
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
条
例
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
運
営
委
員
会
の
委
員

は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
。
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(４
) 

小
学
校
及
び
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
代
表
 
４
人
以
内
 

(４
) 

小
学
校
及
び
中
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
代
表
 
４
人
 

(５
)～

(７
) 

（
略
）
 

 

(５
)～

(７
) 

（
略
）
 

 

（
委
員
の
任
期
）
 

（
委
員
の
任
期
）
 

第
３
条
 
委
員
の
任
期
は
、
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。
 

 

第
３
条
 
委
員
の
任
期
は
、
１
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

す
る
。
 

 

（
役
員
）
 

（
役
員
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

第
４
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
副
委
員
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
委
員
長
が
欠
け
た
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 

３
 
副
委
員
長
は
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
 

 

（
役
員
の
選
任
方
法
及
び
任
期
）
 

（
役
員
の
選
任
方
法
及
び
任
期
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

２
 
役
員
の
任
期
は
、
２
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
 

 

２
 
役
員
の
任
期
は
１
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。
 

 

（
会
議
）
 

（
会
議
）
 

第
６
条
 
委
員
会
の
会
議
は
、
委
員
長
が
こ
れ
を
招
集
し
議
長
と
な
る
。
 

第
６
条
 
会
議
は
、
委
員
長
が
招
集
す
る
。
 

２
 
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

２
 
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

３
 
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
委
員
長
の
決
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第４号 教育部 学校給食課 

令和７年２月 17 日提出 (課長) 西澤弘修 （担当）米倉秀政  

  

タイトル 安曇野市献立作成等検討委員会設置要綱の制定について 

決定を要する

事項の内容 
安曇野市献立作成等検討委員会の設置の可否 

要旨 
安曇野市献立作成等検討委員会を設置し、要綱を制定したいので協議

するもの。 

説明 

１ 設置要綱制定の目的 

安曇野市学校給食理念に基づく学校給食の提供を目指すため、学校

給食衛生管理基準（平成 21 年文部科学省告示第 64 号）に規定する

「献立作成委員会」、「食品選定のための委員会」及び「衛生管理

に関する専門家の助言及び協力を受けられるような仕組み」の機能

を有する委員会として安曇野市献立作成等検討委員会を設置する

もの。 

 

２ 所掌事項 

次の事項に関し、助言又は指導を行うものとする。 

(１) 給食に使用する食品の研究及び調達に関すること。 

(２) 給食に使用する食品の納入業者の選定に係る指針に関するこ

と。  

(３) 栄養、衛生管理等に配慮し、児童生徒の実態に応じた魅力あ

る献立の作成に関すること。  

(４) 地域の食材の活用、伝統食等を考慮した献立の作成に関する

こと。 

(５) 学校給食の年間献立計画の立案に関すること。 

(６) 教育委員会が協議又は検討を要すると認めること。 

 

３ 組 織  

(１) 安曇野市学校給食センター運営委員会の委員 10 人以内 

(２) 市の農業生産者又は地場産物に識見を有する者 １人以内 

(３) 市の食文化に識見を有する者 １人以内 
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(４) 農林部農政課農業政策係に在籍する職員 １人以内 

(５) 保健医療部健康推進課健康推進担当に在籍する職員 １人以 

 内 

 

５ 今後の日程 

 令和７年４月 委員の委嘱  

     ５月 安曇野市献立作成等検討委員会の開催 

 

（以 上） 
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安曇野市献立作成等検討委員会設置要綱を次のように定める。 

 

令和 年 月 日 

 

   安曇野市教育委員会 

教育長 

 

安曇野市教育委員会告示第 号 

安曇野市献立作成等検討委員会設置要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、学校給食衛生管理基準（平成 21 年文部科学省告示第 64 号）第３の

１(１)四に規定する献立作成委員会、(２)①一に規定する食品選定のための委員会及び

衛生管理に関する専門的な助言等を行う委員会として、安曇野市献立作成等検討委員会

を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の事項に関し、助言又は指導を行うものとする。 

(１) 給食に使用する食品の研究及び調達に関すること。 

(２) 給食に使用する食品の納入業者の選定に係る指針に関すること。  

(３) 栄養、衛生管理等に配慮し、児童生徒の実態に応じた魅力ある献立の作成に関する

こと。  

(４) 地域の食材の活用、伝統食等を考慮した献立の作成に関すること。 

(５) 学校給食の年間献立計画の立案に関すること。 

(６) 教育委員会が協議又は検討を要すると認めること。 

（組織） 

第３条 委員会は、14 人以内で組織し、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱又は任命

する。 

(１) 安曇野市学校給食センター運営委員会規則（平成17年安曇野市教育委員会規則第

19号）に規定する安曇野市学校給食センター運営委員会の委員 10人以内 

(２) 市の農業生産者又は地場産物に学識経験を有する者 １人以内 

(３) 市の食文化に学識経験を有する者 １人以内 

(４) 農林部農政課農業政策係の職員 １人以内 

(５) 保健医療部健康推進課健康推進担当の職員 １人以内 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（役員） 
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第５条 委員会に委員長及び副委員長を１人ずつ置くものとする。 

２ 委員長は、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（役員の選任方法及び任期） 

第６条 委員会の役員は、安曇野市学校給食センター運営委員会規則第４条第１項に規定

する安曇野市学校給食センター運営委員会の役員をもって充てる。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、教育委員会教育部学校給食課及び安曇野市栄養士会において処

理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、令和 年 月 日から施行する。 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第５号 教育部 生涯学習課 

令和７年２月 17 日提出 (課長)二木正  (担当)大蔵邦之  

  

件名 
安曇野市人権教育集会所条例及び安曇野市人権教育集会所管理規則

の廃止について 

決定を要する事項の

内容 
施設の廃止並びに条例及び管理規則廃止の承認 

要旨 
安曇野市の人権教育集会所（２施設）を廃止し、あわせて条例・管理規則

を廃止するもの 

説明 

１ 人権教育集会所の廃止について 

「安曇野市穂高人権教育集会所」及び「安曇野市堀金人権教育集

会所」は、共に昭和53年建設で耐震基準を満たしておらず、老朽化も

進んでいる施設である。また、地域人権団体の会議や地区集落の集ま

り等での利用される機会が年３回程度にとどまり、当該施設の利用が

少ない。 

  集会所を使用していた団体・地区からは、今後は地域・地区の公民館

を利用し、集会所を利用しないことの了解を得ており、今後利用が見

込めないことから、両集会所を廃止する。なお、廃止後の両集会所は、

令和８年度の取り壊しを予定している。 

  

２ 安曇野市人権教育集会所条例の廃止について 

人権教育集会所を廃止するに伴い、安曇野市人権教育集会所条例

(平成 17 年安曇野市条例第 236 号）を廃止する条例を、市議会 3 月

定例会に提案する。 

 

３ 安曇野市人権教育集会所管理規則の廃止について 

前記条例廃止の議決後、人権教育集会所の管理を定めた安曇野市

人権教育集会所管理規則（平成 17 年安曇野市教育委員会規則第

29 号）を廃止する。 

 

（以 上） 
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自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は 協議に関する
情報で、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中
立性が損なわれるおそれのある案件に該当するため非公開とします
（平成18年安曇野市条例第５号）第５条第１項第５号



 

【教育委員会定例会提出資料】 

議案第６号 教育部文化課 

令和 7 年２月 17 日提出 (課長)三澤 新弥  (担当) 奈良澤 一恵 

  

件名 安曇野市図書館管理規則の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
標記規則改正の可否 

要旨 
図書館利用者へのサービス向上と適正な運用を行うため、「安曇野市

図書館管理規則」の一部を改正するもの。 

説明 

１ 改正内容の趣旨 

（１） 第６条第２項に規定する図書等の予約可能数について 

  現在の規定では、図書、雑誌、紙芝居で併せて 10 点、視聴覚資料

で２点としているが、前から視聴覚資料の予約可能数を増やしてほし

いとの要望があった。他の資料種別についても見直しを行い、利用

者からの要望に応えるとともに、わかりやすいよう貸出可能数と同数

である図書、雑誌で 10 点、紙芝居で２点、視聴覚資料で３点に改正

する。 

 

（２） 第 10 条第３項に規定する相互貸借の費用について 

  市内の図書館に所蔵がない資料を、他の自治体図書館から取り寄

せる相互貸借の費用について、利用者の居住地が市内・市外にか

かわらず、利用者負担なしとしてきた。他自治体の現状に即した運

用とするため、市内に居住する利用者及び市内に所在する利用団

体のみ負担なしに改正する。 

 

（３） 現状に即した内容とするため、様式第１号～第４号、第６号～第８

号の一部改正し、様式第５号を削除する。 

 

２ 施行日   令和７年４月１日 

 

 

（以 上） 

 

 

 

 

 

 

-21-



〇
安

曇
野

市
図

書
館

管
理

規
則

（
平

成
1
8
年

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
規

則
第

８
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
館
内
利
用
）
 

（
閲
覧
）
 

第
２
条
 
図
書
館
内
の
図
書
、
雑
誌
、
紙
芝
居
及
び
視
聴
覚
資
料
等
（
以
下
「
図
書
等
」
と
い
う
。
）

は
、
館
内
に
お
い
て
閲
覧
又
は
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
退
館
す
る
と
き
は
、
所
定
の

場
所
に
図
書
等
を
返
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
２
条
 
図
書
館
内
の
図
書
、
雑
誌
、
紙
芝
居
及
び
視
聴
覚
資
料
等
（
以
下
「
図
書
等
」
と
い
う
。
）

は
、
館
内
に
お
い
て
閲
覧
又
は
視
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
退
館
す
る
と
き
は
、
所
定
の

場
所
に
図
書
等
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
個
人
貸
出
し
）
 

（
個
人
貸
出
し
）
 

第
３
条
 
図
書
等
の
個
人
貸
出
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
市
内
に
居
住
、
通
勤
、
通
学
又
は

通
園
す
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

第
３
条
 
図
書
等
の
個
人
貸
出
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
市
内
に
居
住
、
通
勤
、
通
学
及
び

通
園
す
る
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
カ
ー
ド
を
交
付
さ
れ
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
と
き
は
、

実
費
相
当
の
代
金
を
支
払
い
、
図
書
館
利
用
者
カ
ー
ド
発
行
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
運

転
免
許
証
、
そ
の
他
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
カ
ー
ド
の
再
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
は
、
紛
失
し
た
カ
ー
ド
を
発
見
し
た

と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
カ
ー
ド
を
館
長
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
カ
ー
ド
を
交
付
さ
れ
た
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
と
き
は
、

実
費
相
当
の
代
金
を
支
払
い
、
図
書
館
利
用
者
カ
ー
ド
発
行
申
込
書
（
様
式
第
２
号
）
に
必
要
な
事

項
を
記
入
し
、
運
転
免
許
証
そ
の
他
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
提
示
し
て
、
カ
ー
ド
の
再

交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
は
、
紛
失
し
た
カ
ー

ド
を
発
見
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
カ
ー
ド
を
館
長
に
返
納
す
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
利
用
者
は
、
住
所
、
氏
名
又
は
電
話
番
号
が
変
更
に
な
っ
た
と
き
は
、
図
書
館
利
用
者
カ
ー
ド
発

行
申
込
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
館
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
利
用
者
は
、
住
所
、
氏
名
又
は
電
話
番
号
が
変
更
に
な
っ
た
と
き
は
、
図
書
館
利
用
者
カ
ー
ド
発

行
申
込
書
（
様
式
第
２
号
）
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
館
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
た
日
の
翌
日
（
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
再
交
付

を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
再
交
付
を
受
け
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
３
年
間
と
す
る
。
 

 
 

６
 
カ
ー
ド
の
有
効
期
間
は
、
当
該
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
３
年
間
と
す
る
。
 

７
・
８
 
（
略
）
 

 

７
・
８
 
（
略
）
 

 

（
カ
ー
ド
の
利
用
停
止
等
）
 

（
カ
ー
ド
の
利
用
停
止
等
）
 

第
４
条
 
館
長
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
カ
ー
ド
の
利
用
を
停
止

し
、
利
用
者
登
録
を
抹
消
し
、
又
は
カ
ー
ド
を
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
４
条
 
館
長
は
、
利
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
カ
ー
ド
の
利
用
を
停

止
、
利
用
者
登
録
の
抹
消
、
又
は
カ
ー
ド
を
返
納
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(１
)～

(５
) 

（
略
）
 

(１
)～

(５
) 

（
略
）
 

(６
) 

第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
資
格
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
場
合
 

(６
) 

第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
資
格
要
件
を
消
失
し
た
場
合
 

(７
) 

（
略
）
 

 

(７
) 

（
略
）
 

 

（
貸
出
点
数
及
び
貸
出
期
間
）
 

（
貸
出
点
数
及
び
貸
出
期
間
）
 

第
５
条
 
図
書
館
が
、
利
用
者
１
人
に
つ
き
１
回
に
貸
出
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
等
の
点
数
（
以

第
５
条
 
図
書
館
が
、
利
用
者
１
人
１
回
に
貸
出
し
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
等
の
点
数
（
以
下
「
貸
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改
正
後
 

改
正
前
 

下
「
貸
出
点
数
」
と
い
う
。
）
及
び
図
書
等
の
貸
出
し
の
期
間
（
以
下
「
貸
出
期
間
」
と
い
う
。
）

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

出
点
数
」
と
い
う
。
）
及
び
図
書
等
の
貸
出
し
の
期
間
（
以
下
「
貸
出
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。
 

種
別
 

貸
出
点
数
 

貸
出
期
間
 

図
書
・
雑
誌
 

10
 

 

紙
芝
居
 

２
 

２
週
間
 

視
聴
覚
資
料
 

３
 

 
 

種
別
 

貸
出
点
数
 

貸
出
期
間
 

図
書
・
雑
誌
 

10
 

 

紙
芝
居
 

２
 

２
週
間
 

視
聴
覚
資
料
 

３
 

 
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
図
書
等
の
予
約
）
 

（
図
書
等
の
予
約
）
 

第
６
条
 
利
用
者
は
、
図
書
等
予
約
・
リ
ク
エ
ス
ト
（
購
入
希
望
）
カ
ー
ド
（
様
式
第
３
号
。
以
下

「
予
約
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
提
出
又
は
安
曇
野
市
図
書
館
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
貸
出
し
を
受
け

よ
う
と
す
る
図
書
等
を
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
６
条
 
利
用
者
は
、
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
等
を
図
書
等
予
約
・
リ
ク
エ
ス
ト
（
購
入
希

望
）
カ
ー
ド
（
様
式
第
３
号
。
以
下
「
予
約
カ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
提
出
等
に
よ
り
、
又
は
安
曇

野
市
図
書
館
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
、
当
該
図
書
等
の
貸
出
し
を
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
が
貸
出
し
を
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
等
の
点
数
は
、
前

条
第
１
項
に
定
め
る
各
種
別
の
貸
出
点
数
と
同
数
と
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
が
貸
出
し
を
予
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
図
書
等
は
、
図
書
、
雑

誌
、
紙
芝
居
資
料
に
あ
っ
て
は
10
点
、
視
聴
覚
資
料
に
あ
っ
て
は
２
点
ま
で
と
す
る
。
 

３
 
館
長
は
、
予
約
カ
ー
ド
等
に
よ
り
予
約
さ
れ
た
図
書
等
（
以
下
「
予
約
図
書
等
」
と
い
う
。
）
の

貸
出
し
が
可
能
に
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
予
約
図
書
等
の
取
置
期
間
は
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
連
絡
を
し
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
間
（
条
例
第
５
条
に
規
定
す
る
休
館
日
は
、
算
入
し
な
い
。
）
と
す

る
。
 

 

３
 
館
長
は
、
予
約
カ
ー
ド
等
に
よ
り
予
約
さ
れ
た
図
書
等
（
以
下
「
予
約
図
書
等
」
と
い
う
。
）
の

貸
出
し
が
可
能
に
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
予
約
図
書
等
の
取
置
期
間
は
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
連
絡
を
し
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
間
と
す
る
。
 

 

（
図
書
の
購
入
リ
ク
エ
ス
ト
）
 

（
図
書
の
購
入
リ
ク
エ
ス
ト
）
 

第
７
条
 
利
用
者
は
、
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
が
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、

予
約
カ
ー
ド
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
購
入
を
希
望
（
以
下
「
リ
ク
エ
ス
ト
」
と
い

う
。
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
７
条
 
利
用
者
は
、
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
が
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、

予
約
カ
ー
ド
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
購
入
を
リ
ク
エ
ス
ト
（
以
下
「
リ
ク
エ
ス

ト
」
と
い
う
。
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
リ
ク
エ
ス
ト
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
数
は
、
利
用
者
１
人
に
つ
き
同

一
年
度
内
に
10
点
以
内
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
リ
ク
エ
ス
ト
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該
利
用
者
１
人
に
つ
き

同
一
年
度
内
に
10
点
以
内
と
す
る
。
 

３
 
館
長
は
、
第
１
項
の
リ
ク
エ
ス
ト
を
受
け
た
と
き
は
、
購
入
の
可
否
を
当
該
リ
ク
エ
ス
ト
を
し
た

利
用
者
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
館
長
は
、
第
１
項
の
リ
ク
エ
ス
ト
を
受
け
た
と
き
に
は
購
入
を
検
討
し
、
購
入
の
可
否
を
当
該
利

用
者
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

 

４
 
館
長
は
、
リ
ク
エ
ス
ト
に
よ
り
購
入
し
た
図
書
の
貸
出
し
が
可
能
に
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
リ
ク

エ
ス
ト
を
し
た
利
用
者
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
が
優
先
的

に
貸
出
し
を
受
け
ら
れ
る
期
間
は
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
連
絡
を
し
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
７
日
間
（
条
例
第
５
条
に
規
定
す
る
休
館
日
は
、
算
入
し
な
い
。
）
と
す

る
。
 

 

４
 
館
長
は
、
リ
ク
エ
ス
ト
に
よ
り
購
入
し
た
図
書
の
貸
出
し
が
可
能
に
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
利
用

者
に
連
絡
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
の
優
先
貸
出
手
続
可
能
期
間

は
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
連
絡
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
７
日

間
と
す
る
。
 

 

（
団
体
貸
出
し
）
 

（
団
体
貸
出
し
）
 

第
８
条
 
図
書
等
の
団
体
貸
出
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
市
内
の
学
校
、
社
会
教
育
関
係

団
体
、
官
公
署
、
事
業
所
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
員
が
10
人
以
上
の
団
体
そ
の
他
館
長
が
適
当
と

認
め
る
団
体
（
以
下
「
団
体
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

第
８
条
 
図
書
等
の
団
体
貸
出
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
市
内
の
職
域
団
体
等
の
10
人
以

上
の
団
体
と
す
る
。
た
だ
し
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
団
体
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
代
表
者
を
定
め
、
団
体
利
用
者
カ
ー
ド
発
行
申
込
書

（
様
式
第
４
号
）
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
運
転
免
許
証
、
そ
の
他
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
を
提
示
し
、
館
長
か
ら
団
体
利
用
者
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
団
体
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
代
表
者
を
定
め
、
団
体
利
用
者
カ
ー
ド
発
行
申
込
書

（
様
式
第
４
号
）
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
運
転
免
許
証
そ
の
他
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
を
提
示
し
、
館
長
か
ら
団
体
利
用
者
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
団
体
利
用
者
登
録
を
受
け
た
団
体
（
以
下
「
利
用
団
体
」
と
い
う
。
）
の
代
表
者
は
、
団
体
貸
出

し
に
よ
り
借
り
受
け
た
図
書
等
に
つ
い
て
、
一
切
の
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
団
体
利
用
者
の
登
録
を
受
け
た
団
体
（
以
下
「
利
用
団
体
」
と
い
う
。
）
の
代
表
者
は
、
団
体
貸

出
し
に
よ
り
借
り
受
け
た
図
書
等
に
つ
い
て
、
一
切
の
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。
 

４
 
利
用
団
体
１
団
体
に
つ
き
１
回
の
貸
出
点
数
は
10
0点

と
し
、
貸
出
期
間
は
１
月
以
内
と
す
る
。

た
だ
し
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
貸
出
点
数
及
び
貸
出
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 

４
 
利
用
団
体
１
団
体
１
回
の
貸
出
点
数
は
10
0点

と
し
、
貸
出
期
間
は
１
か
月
以
内
と
す
る
。
た
だ

し
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
貸
出
点
数
及
び
貸
出
期
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

 

（
貸
出
し
の
停
止
及
び
督
促
）
 

（
貸
出
し
の
停
止
及
び
督
促
）
 

第
９
条
 
館
長
は
、
貸
出
期
間
を
過
ぎ
て
図
書
等
を
返
却
し
な
い
利
用
者
及
び
利
用
団
体
に
対
し
て
、

当
該
図
書
等
が
返
却
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
新
た
な
貸
出
し
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
９
条
 
館
長
は
、
貸
出
期
間
を
過
ぎ
て
図
書
等
を
返
却
し
な
い
利
用
者
及
び
利
用
団
体
に
対
し
て
、

当
該
図
書
等
が
返
却
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
新
た
な
貸
出
し
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
館
長
は
、
前
項
の
利
用
者
及
び
利
用
団
体
に
対
し
、
電
話
、
書
面
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
督
促

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

２
 
館
長
は
、
前
項
の
利
用
者
に
対
し
て
、
図
書
等
の
返
却
に
つ
い
て
（
様
式
第
５
号
）
を
送
付
し
、

督
促
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
相
互
貸
借
）
 

（
相
互
貸
借
）
 

第
10
条
 
館
長
は
、
利
用
者
及
び
利
用
団
体
並
び
に
次
に
掲
げ
る
図
書
館
か
ら
の
申
込
み
に
よ
り
、
他

の
図
書
館
に
対
す
る
図
書
等
（
視
聴
覚
資
料
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
借
受
け

の
申
出
又
は
貸
出
し
（
以
下
「
相
互
貸
借
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
10
条
 
館
長
は
、
利
用
者
及
び
利
用
団
体
並
び
に
次
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
の
申
出
に
よ
り
、
図
書
館

未
所
蔵
の
図
書
等
の
借
受
け
又
は
図
書
館
所
蔵
の
図
書
等
の
貸
出
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ

し
、
視
聴
覚
資
料
は
、
除
く
も
の
と
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

そ
の
他
館
長
が
適
当
と
認
め
る
図
書
館
 

(３
) 

そ
の
他
館
長
が
適
当
と
認
め
る
施
設
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
借
り
受
け
た
図
書
等
の
利
用
に
つ
い
て
、
当
該
図
書
等
を
貸
し
出
し
た
図
書

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
借
り
受
け
た
図
書
等
の
利
用
に
つ
い
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
あ
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改
正
後
 

改
正
前
 

館
か
ら
あ
ら
か
じ
め
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
条
件
に
従
う
も
の
と
す
る
。
 

ら
か
じ
め
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
条
件
に
従
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
相
互
貸
借
に
要
す
る
送
料
等
の
費
用
は
、
借
受
け
を
し
た
図
書
館
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
貸
出
し
す
る
図
書
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
貸
出
し
に
要
す
る
搬
送
料
は
、

市
内
に
所
在
す
る
場
合
を
除
き
、
全
て
借
受
け
す
る
も
の
の
負
担
と
す
る
。
た
だ
し
、
館
長
が
特
に

認
め
る
利
用
者
及
び
利
用
団
体
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

４
 
第
１
項
の
申
込
み
を
行
っ
た
利
用
者
又
は
利
用
団
体
は
、
前
項
の
費
用
を
勘
案
し
て
館
長
が
定
め

る
額
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
内
に
居
住
す
る
利
用
者
及
び
所
在
す
る
利
用
団
体

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
図
書
等
の
寄
贈
）
 

（
図
書
等
の
寄
贈
）
 

第
12
条
 
図
書
館
へ
の
図
書
等
の
寄
贈
を
希
望
す
る
者
は
、
寄
贈
申
込
書
（
様
式
第
５
号
）
を
提
出

し
、
あ
ら
か
じ
め
館
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
12
条
 
図
書
館
へ
の
図
書
等
の
寄
贈
を
希
望
す
る
者
は
、
寄
贈
申
込
書
（
様
式
第
６
号
）
を
提
出

し
、
あ
ら
か
じ
め
館
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

２
・
３
 
（
略
）
 

 

（
複
写
）
 

（
複
写
）
 

第
13
条
 
図
書
等
の
複
写
を
希
望
す
る
者
は
、
複
写
申
込
書
（
様
式
第
６
号
）
を
提
出
し
、
安
曇
野
市

教
育
委
員
会
コ
ピ
ー
機
等
使
用
取
扱
要
綱
（
平
成
18
年
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
告
示
第
４
号
）
別
表

に
定
め
る
費
用
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
13
条
 
図
書
等
の
複
写
を
希
望
す
る
者
は
、
複
写
申
込
書
（
様
式
第
７
号
）
を
提
出
し
、
安
曇
野
市

教
育
委
員
会
コ
ピ
ー
機
等
使
用
取
扱
要
綱
（
平
成
18
年
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
告
示
第
４
号
）
別
表

に
定
め
る
費
用
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
図
書
等
の
弁
償
方
法
）
 

（
図
書
等
の
弁
償
方
法
）
 

第
15
条
 
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
図
書
等
を
損
傷
、
汚
損
又
は
紛
失
し
た
も
の
は
、
図
書
等
損
傷
・

汚
損
・
紛
失
届
（
様
式
第
７
号
）
を
館
長
に
提
出
し
、
同
一
の
図
書
等
を
も
っ
て
弁
償
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
一
の
図
書
等
を
も
っ
て
弁
償
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
館
長
が
相

当
と
認
め
る
図
書
等
又
は
相
当
の
代
価
の
支
払
で
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

   

第
15
条
 
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
図
書
等
を
損
傷
、
汚
損
又
は
滅
失
し
た
者
は
、
図
書
等
紛
失
・
汚

損
・
損
傷
届
（
様
式
第
８
号
）
を
館
長
に
提
出
し
、
同
一
の
図
書
等
で
弁
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
同
一
の
図
書
等
で
弁
償
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
館
長
が
相
当
と
認
め
る
図

書
等
又
は
相
当
の
代
価
の
支
払
で
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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様
式

第
１

号
（

第
３

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
改
 

正
 

後
 

                                     

●
こ
の
カ
ー
ド
は
、
安
曇
野
市
図
書
館
 

の
共
通
利
用
カ
ー
ド
で
す
。
 

●
こ
の
カ
ー
ド
を
な
く
し
た
と
き
や
、
住
 

所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
お
知
 

ら
せ
く
だ
さ
い
。
 

●
こ
の
カ
ー
ド
は
本
人
に
限
り
有
効
で
 

す
。
有
効
期
限
は
登
録
日
よ
り
３
年
間
 

で
す
。
 

 
 
 
 
 
 
●
再
発
行
時
に
は
、
実
費
を
い
た
だ
き
 

ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
曇
野
市
図
書
館
 

中
央
図
書
館
 
 

豊
科
図
書
館
 
 

三
郷
図
書
館
 
 

堀
金
図
書
館
 
 

明
科
図
書
館
 
 

な
ま

え
 

様
式

第
１

号
（

第
３

条
関

係
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
 

正
 

前
 

  

    

                               

 

安
曇
野
市
図
書
館
 

利
用
者
カ
ー
ド
 

 

【
返

却
の

お
知

ら
せ

】
 

 

 
番

号
：

 
 

 
 

 
 
 

 

<
貸

出
資

料
>
 

<
返

却
期

限
>
 

 

●
こ
の
カ
ー
ド
は
、
安
曇
野
市
図
書
館
の
共
通
利
用
カ
ー
ド
で
す
。
図
書
館

を
利
用
す
る
と
き
は
、
こ
の
カ
ー
ド
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
 

●
こ
の
カ
ー
ド
を
な
く
し
た
と
き
や
、
住
所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
お

近
く
の
安
曇
野
市
図
書
館
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。
 

●
こ
の
カ
ー
ド
は
他
人
に
貸
し
た
り
、
ゆ
ず
っ
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

●
こ
の
カ
ー
ド
を
折
っ
た
り
、
ま
げ
た
り
、
な
く
し
た
り
し
な
い
よ
う
、
 

お
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
 

●
再
発
行
時
に
は
、
実
費
を
い
た
だ
き
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安
曇
野
市
図
書
館
 

な
ま

え
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様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
改
 

正
 

後
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
図

書
館

利
用

者
カ

ー
ド
発

行
申

込
書

 
   （
宛
先
）
 
安
曇
野
市
 
 
 
 
 
図
書
館
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

申
込
日
 
 
 
 
 

 
年
 
 
 

月
 

 
 
日
 

 

 
次
の
と
お
り
、
図
書
館
利
用
者
カ
ー
ド
の
発
行
を
申
し
込
み
ま
す
。
 

利
用

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
＊

太ふ
と

枠
内

わ
く

な
い

を
記

入
き
に

ゅ
う

し
て

く
だ
さ

い
。
 

ふ
 
り
 
が
 
な
 

 

名
 

 
 
前

 
 

電
 話

 
番
 
号

 
 

生
 年

 
月
 
日

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
年

 
 

 
 

 
月

 
 
 

 
日

 

住
 

 
 
所

 
〒
 

 
 

 
―
 

 
 

 
 

 

 

保
 

護
 
者

 
（

中
学

生
以

下
の

方
 

の
み

）
 

ふ
り
が
な
 

 

名
 
 

前
 

 

 
 
 

 

連
絡
先
 
 
＊
上
記
以
外
に
連
絡
先
の
あ
る
方
は
、
下
記
に
記
入
し
て
く

だ
さ

い
。
 

連
絡

先
区

分
 

 
勤

務
先

 
・

 
 通

学
先

 ・
 
帰

省
先

 
・

 
そ

の
他

（
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
）
 

連
絡

先
名

 
 

電
話
番
号
 

 

連
絡

先
住

所
 

〒
 

 
 

 
―
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

図
書
館
記
入
欄
 

本
人

確
認

書
類
 

 運
転
免
許
証
 
・
 個

人
番
号
カ
ー
ド
 
・
 学

生
証

 ・
 
そ
の
他

（
 
 
 
 
 
 
）
 

有
効

期
限
 

年
 
 
月
 
 
日
ま
で
 
旧
カ
ー
ド

番
号
 

 

変
更

内
容
 

住
 
所
 
・
 名

 
前
 
・
 電

話
番
号
 
・
 そ

の
他

（
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

）
 

受
付

図
書

館
 

□
中
央
 
 
 
 
□
豊
科
 
 
 
 
□
三
郷
 
 
 
 
□
堀

金
 
 
 
 

□
明

科
 

備
考
 

 

   

申
込

区
分

 
新

規
 
・
 
再

発
行

 
・
 
変

更
 
・
 

更
新

 

様
式

第
２
号
（
第
３
条
関

係
）

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
改
 

正
 

前
 

 

図
書
館
利
用
者

カ
ー

ド
発
行
申
込

書
（
新
規
・
再

発
行

・
変
更

・
更

新
）
 

  
 

 
 
（
宛
先
）
安
曇

野
市
 
 
 

 
 

図
書
館
長
 

利
用

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
録

日
 
 
年

  
月
 
 
日
 

ふ
り

が
な
 
 

氏
名

（
性

別
）
 

（
男
・

女
）
 

電
話

番
号
 
自
 

 
宅
 

携
帯

電
話
 

生
年

月
日
 

 
 
 
 
 
年
 
 

 
 
月
 
 

 
 

日
 

郵
便

番
号
 

 
 

 
―
 

 
 

 
 

 

住
所
 
 

保
護

者
氏

名
 

ふ
り

が
な
 

 
氏
 

 
名
 

 
 

 
＊

太
枠

の
項

目
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
連

絡
先

 
 

＊
安

曇
野

市
に

在
住

で
な

い
方

の
み

記
入

し
て

下
さ

い
。
 

連
絡

先
区

分
 
 
勤
務
先
・
通

学
先

・
帰
省
先
・
そ

の
他

（
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
）
 

連
絡

先
名
 

 
連
絡
先
電
話
番
号
 
 

郵
便

番
号
 

 
 

 
―
 

 
 

 
 

 

連
絡

先
住

所
 

 

図
書
館
記

入
欄
 

身
分

証
確

認
 

免
許

証
 
・
 
個
人
番
号
カ
ー
ド

 ・
 学

生
証

 ・
 
そ
の
他
（
 

 
 
 
 
 
 

）
 

有
効

期
限
 

年
 
 
 

 
 

月
 
 
 
 
日

ま
で
有
効
 

変
更

内
容
 

住
 

所
・
氏

 
名

・
電
話
番
号

・
そ
の
他
（

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
）
 

受
付

図
書

館
 

□
中

央
 
 
□
豊
科

 
 

□
三
郷

 
 

□
堀
金
 
 
□

明
科
 

備
考
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様
式

第
３

号
（

第
６

条
、

第
７

条
関

係
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
改
 

正
 

後
 

  

図
書

等
 

予
約

 
・

 
リ

ク
エ

ス
ト

（
購

 
入

 
希

 
望

）
 

カ
ー

ド
 

 （
宛

先
）

 
安

曇
野

市
 

 
 

 
図

書
館

長
 

 
 

 
 

 
 

申
込

日
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
  
資

料
１

点
に

つ
き

、
用

紙
は

１
枚

ず
つ

お
書

き
く

だ
さ

い
。

 

利
用

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名
 
 
 

前
 

 

連
絡

方
法

 
（

い
ず

れ
か

に
○

）
 

電
話

 
 

伝
言

（
 
可

 
・

 
不

可
 
）

 
 
 
 
留

守
電

（
 
可

 
・

 
不

可
 
）

 

メ
ー
ル
 

M
a
i
l
１

 
・

 
M
a
i
l
２

 
＊

W
e
b
予

約
登

録
さ

れ
て

い
る

方
の

み
 

安
曇
野
市
に
 
 
 
 ①

 在
住
 
 
  

 
②
 通

勤
・
通
学
 
 
 
 
 
③
 そ

の
他
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資
料

種
別

 
図

 
 
書

 
・

 
雑

誌
 

・
 

紙
芝

居
 

・
 

Ｃ
Ｄ

 
・

 
Ｄ

Ｖ
Ｄ

 

資
料

名
 

（
本
な
ど
の
な
ま
え
）
 

 

著
者

名
等

 
 

出
版

社
 

 

受
取

希
望

館
 

中
 

央
 
・

 
豊

 
科

 
・

 
三

 
郷

 
・

 
堀

 
金

 
・

 
明

 
科

 

  
 

 

☆
 
リ

ク
エ

ス
ト

は
、

図
書

の
み

と
な

り
ま

す
。

 
 
 
 
 

☆
 
予

約
取

置
期

間
は

、
連

絡
し

た
日

の
翌

日
か

ら
休

館
日

を
除

く
７

日
間

で
す

。
 

 

☆
リ

ク
エ

ス
ト

は
、

１
人

年
間

1
0
冊

ま
で

で
す

。
 

 
  

☆
 
予

約
は

、
図

書
・

雑
誌

は
1
0
冊

、
紙

芝
居

は
２

点
、

Ｃ
Ｄ

・
Ｄ

Ｖ
Ｄ

は
３

点
が

上
限

 

で
す

。
 
 

 

安
曇

野
市

図
書

館
 

     

こ
れ

よ
り

上
は

、
貸

出
後

廃
棄

し
ま

す
 

様
式

第
３

号
（

第
６

条
、

第
７

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
改

 
正

 
前

 

  
 

 
 

 
 

 
 

予
 

 
 

約
 

リ
ク

エ
ス

ト
（

購
入

希
望

）
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

利
用

者
 

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
①
曇
野
市
内
に
在
住
 

②
安
曇
野
市
内
に
通
学
・
通
勤
 
 ③

そ
の
他
 

氏
名

 
 

電
話

番
号

 
自

宅
 

携
帯

電
話

 

伝
言

 
 

 
 

可
・

不
可

 

留
守

電
 

 
 

可
・

不
可

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

資
料

種
別

 
 

図
書

 
・

 
視

聴
覚

資
料

 
出

版
社

 
 

資
料

名
 

著
者

名
 

 

受
取

希
望

館
 

中
央

 
・

 
豊

科
 
・

 
三

郷
 
・

 
堀

金
 
・

 
明

科
 

 

☆
 
資

料
１

点
に

つ
き

、
用

紙
は

１
枚

ず
つ

お
書

き
く

だ
さ

い
。

 

☆
 
予

約
取

置
期

間
は

、
連

絡
し

た
日

の
翌

日
か

ら
７

日
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

☆
 
特

殊
な

専
門

書
、

学
術

書
、

学
習

参
考

書
、

各
種

試
験

問
題

集
、

テ
キ

ス
ト

類
、

 

雑
誌

、
コ

ミ
ッ

ク
、

視
聴

覚
資

料
等

は
、

リ
ク

エ
ス

ト
を

受
付

で
き

ま
せ

ん
。

 

☆
リ

ク
エ

ス
ト

さ
れ

た
書

籍
に

つ
い

て
は

、
各

図
書

館
の

予
算

、
蔵

書
バ

ラ
ン

ス
 

な
ど

を
考

慮
し

た
う

え
で

図
書

館
が

購
入

の
可

否
を

判
断

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

 

な
お

、
一

人
年

間
１

０
冊

が
購

入
の

目
安

と
な

り
ま

す
。

 

☆
 予

約
は

１
０

冊
が

上
限

で
す

。
 

 

安
曇

野
市

図
書

館
 

     

こ
れ

よ
り

上
は

、
貸

出
後

廃
棄

し
ま

す
 

カ
ー

ド
 

図
書

等
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改
 

正
 
後

 

図
書

館
記

入
欄
 

 

               

 
処

理
欄

 
受

付
日

 
月

 
 

日
 

受
付

館
 

中
・

豊
・

三
・

堀
・

明
 

受
付

者
 

 

□
所

蔵
 

在
架

 

 
 

 
 
／

 

資
料

番
号

 

館
 

名
 

中
 
・

 
豊

 
・

 
三

 
・

 
堀

 
・

 
明

 

貸
出

中
 

返
却

予
定

日
 

 
 

 
 
 
月

 
 

 
日

（
 

 
 

人
目

）
 

□
未

所
蔵

 

購
入

 

購
入

不
適

 

入
手

不
可

 

取
消

 

相
互

貸
借

 

発
注

 

 
 

／
 

Ｍ
Ａ

Ｒ
Ｃ

 

Ｉ
Ｓ

Ｂ
Ｎ

 

出
版

年
 

 

借
入

 

 
／

 
借

入
館

名
 

県
立

 
・

 
国

立
 
・

 
信

大
 

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
図

書
館

）
 

購
入

不
適

・
入

手
不

可
の

 

理
由

 
 

連
絡

日
時

 
 
 
月

 
 
日

 

：
 

貸
出

日
 

月
 

 
日

 
担

当
者

 
 

 

安
曇

野
市

図
書

館
 

備
考
欄
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
改

 
正

 
前

 

                 

 
処

理
欄

 
受

付
日

 
月

 
 

日
 

受
付

館
 

中
・

豊
・

三
・

堀
・

明
 

受
付

者
 

 

□
所

蔵
 

在
架

 

 
 

／
 

資
料

番
号

 

館
 

名
 

中
・

豊
・

三
・

堀
・

明
 

貸
出

中
 

返
却

予
定

日
 

 
 

月
 

 
日

（
 

 
人

目
）

 

□
未

所
蔵

 

購
入

 

購
入

不
適

 

入
手

不
可

 

取
消

 

相
互

貸
借

 

発
注

 

  
 

／
 

Ｍ
Ａ

Ｒ
Ｃ

 

Ｉ
Ｓ

Ｂ
Ｎ

 

出
版

年
 

 

借
入

 

 
／

 
借

入
館

名
 

県
立

・
国

立
・

信
大

 

そ
の

他
（

 
 

 
図

書
館

）
 

購
入

不
適

・
入

手
不

可
の

 

理
由

 
 

連
絡

日
時

 
 
 
月

 
日

 

：
 

貸
出

日
 

月
 

 
日

 
担

当
者

 
 

 

安
曇

野
市

図
書

館
 

  

備
考
欄
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様
式

第
４

号
（

第
８

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
改

 
正

 
後

 

 

 
  
団

体
利

用
者

カ
ー
ド

発
行

申
込

書
 

  

申
込

日
 
 
 
 
 

年
 

 
月
 
 
日
 

（
宛
先
）
 
安
曇
野
市
 
 
 
 
 
図
書
館
長
 

 次
の
と
お
り
、
団
体
利
用
者
カ
ー
ド
の
発
行
を
申
し
込
み
ま
す
。
 

利
用

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

＊
太

枠
内

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

 

ふ
り

が
な
 
 

団
体

名
 

 

団
体

人
数
 

人
 
電

話
番

号
 

 

ふ
り

が
な
 
 

代
表

者
名
 
 

住
 

 
 

所
 

〒
 

 
 

 
―
 

 
 

 
 

 

 

  連
絡
先
 
 
※
連
絡
先
の
必
要
な
方
の
み
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

   

申
込

区
分

 
新

規
 
・
 
再

発
行

 
・
 
変

更
 
・
 

更
新

 

連
絡

担
当

者
 
 

電
話
番
号
 
 

連
絡

先
区

分
 

勤
務
先
 
 
・
 
 通

学
先
 
 ・

  
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
）
 

連
絡

先
住

所
 
〒
 
 

 
 

―
 

 
 

 
 

 

 

備
 
 
 
考
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

図
書
館
記
入
欄
 

本
人

確
認

書
類
 

運
転
免
許
証
 ・

 個
人
番
号
カ
ー
ド
 
・
 学

生
証
 
 ・

 そ
の

他
（
 
 
 

 
 

 
）
 

変
更

内
容
 

代
表
者
名
  
・
 
 電

話
番
号
  
・
 
 住

所
  
・
  
そ
の
他
（
 
 
 
 
 

  
 
 

）
 

有
効

期
限
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
ま
で
 

受
付

図
書

館
 

□
中
央
 
 
 
□
豊
科
 
 
 
□
三
郷

 
 
 
□
堀
金
 
 

 
□
明
科
 

様
式

第
４

号
（

第
８

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
改

 
正

 
前

 

 

団
体

利
用
者
カ
ー
ド

発
行

申
込
書

（
新

規
・
再
発
行
・

変
更

・
更
新

）
 

 
 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

 
（
宛
先
）
安
曇
野

市
 
 
 
 

 
図

書
館
長
 

利
用

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

登
録

日
 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

ふ
り

が
な
 
 

団
体

名
 

 

団
体

人
数
 

人
 

電
話
番
号
 

自
 
 

宅
 

携
帯
電

話
 

ふ
り

が
な
 
 

代
表

者
名
 
 

郵
便

番
号
 

 
 

 
―
 

 
 

 
 

 

住
所
 

 

 
＊

太
枠
の

項
目

を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
連

絡
先
 
 
※
連
絡
先

の
必
要
な
方

の
み

記
入
し
て
く
だ

さ
い
。
 

  
 

連
絡

担
当

者
 
 

連
絡

先
区

分
 
勤
務

先
 ・

 通
学
先

 ・
 
そ
の
他
（
 

 
 
 
  
 
  

 
 
 

 
 
）
 

連
絡

先
電

話
番
 
 

郵
便

番
号
 
 

 
 

―
 

 
 

 
 

 

連
絡

先
住

所
 

 

備
考
 

 

図
書

館
記
入
欄
 

身
分

証
確

認
 

免
許

証
 
・
個
人
番

号
カ

ー
ド
・

 
学
生

証
 ・

 そ
の
他

（
 
 

 
 
 
 
 

）
 

変
更

内
容
 

代
表

者
名
・
電
話
番

号
・

住
所
・

そ
の

他
（
 
 
 
 

 
 

 
）
 

有
効

期
限
 

年
 
 
 

月
 

 
 
日
ま
で
有

効
 

受
付

図
書

館
 

□
中
央
 
 
 

□
豊

科
 
 
 
□

三
郷
 
 
 
□

堀
金

 
 
 
□
明

科
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改
 

正
 

後
 

                                     

様
式

第
５

号
（

第
９

条
関

係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
改

 
正

 
前

 

 

 
様

 

  

安
曇

野
市
 

 
 
図

書
館
長
 

  

図
書

等
の

返
却

に
つ

い
て

 

   
あ

な
た

が
お

借
り

に
な

っ
て

い
る

図
書

等
の

返
却

期
限

が
過

ぎ
て

お
り

ま
す

。
御

確
認

の
上

、
お

返
し

く
だ

さ
い

ま
す

よ
う

お
願
い

い
た

し
ま

す
。

 

な
お

、
図

書
等

を
紛

失
、

汚
損

又
は
破

損
さ
れ

た
場
合

は
、

図
書

館
に

連
絡

し
て
く

だ
さ

い
。
 

 
ま

た
、

こ
の

通
知

と
行

き
違

い
で

既
に

返
却

さ
れ

て
い

た
場

合
は

、
御

容
赦

く
だ

さ
い

。
 

   

      

   

           

安
曇

野
市

 
 

 
 

図
書
館

 

電
話
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様
式
第
５
号
（
第
12
条
関
係
）

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
改
 

正
 

後
 

 
 寄
 

 
贈
 

 
申

 
 

込
 
 

書
 

 

年
 

 
月
 

 
日

 
 

 

（
宛

先
）
 

安
曇

野
市

 
 
 

 
 

図
書

館
長

 

 住
 

所
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 名
 

前
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 電
 

話
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  次
の

と
お

り
資

料
を

寄
贈
し
た

い
の

で
申

し
込
み

ま
す

。
 

 
 

 
 

な
お

、
寄
贈

し
た

資
料

の
取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
貴
館

に
一

任
し

ま
す

。
 

 
資

 
料

 
名

 
等

 
数

 
量

 
備

 
考

 

１
 

 
 

 

２
 

 
 

 

３
 

 
 

 

４
 

 
 

 

５
 

 
 

 

        

様
式

第
６
号
（
第

12
条
関

係
）

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
改
 

正
 

前
 

 

寄
贈

申
込

書
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日
 
 
 

（
宛

先
）

安
曇
野
市
 
 

 
 

 
図
書

館
長
 

住
 

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

氏
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

電
 

話
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
下

記
の
と

お
り
資
料
を
寄

贈
し
た
い
の

で
申

し
込

み
い
た
し

ま
す

。
 

 
 

な
お
、
寄
贈
し
た
資

料
の
取
扱
い

に
つ

い
て
は
、
貴
図

書
館

に
一

任
い
た

し
ま
す
。
 

記
 

 
資

料
名
等
 

数
量
 

備
考
 

1
 

 
 

 

2
 

 
 

 

3
 

 
 

 

4
 

 
 

 

5
 

 
 

 

6
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

7
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

8
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

9
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

1
0
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様
式

第
６

号
（

第
1
3
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
改

 
正

 
後

 

 

複
 
 
写
 
 
申
 
 
込
 
 
書
 

 
 
年

 
 
月

 
 

日
 

 
 

（
宛

先
）
 

安
曇

野
市

 
 
 

 
 

図
書

館
長

 

  
  
 
 
  

 
 
 
  
 
名

 
前

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

   
  
 
 
 
  

 
 
 
 
  
 
電
 

話
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

安
曇

野
市

図
書

館
管

理
規

則
第

1
3
条
の

規
定

に
基

づ
き

、
調
査

・
研

究
の

た
め
下

記
資

料
の

 
 複
写

を
申
し

込
み

ま
す

。
 

 
 
 

 
 
 

 
な

お
、
著

作
権

に
関

す
る
一

切
の

責
任

は
、
複

写
申

込
者

が
負
い

ま
す

。
 

資
料

名
 

複
写

箇
所

 
枚
 

 
 

数
 

白
黒

 
カ
ラ

ー
 

 
ペ
ー
ジ
 

 
 

ペ
ー
ジ
 

 
 

 
 
～

 
 

 

 
 
～

 
 

 

 
 
 
 
 
 
～

 
 

 

 
 

 
  
～

 
 

 

 
 
～

 
 

 

 

小
 
 

 
計

 
 

 
枚

 
 
 

枚
 

ミ
ス
プ
リ
ン
ト
 

枚
 

枚
 

合
 
 

計
 

枚
 

枚
 

 
金

  
 
 
額
 

円
 

       

様
式

第
７

号
（

第
1
3
条

関
係

）
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
改
 

正
 

前
 

 

複
写

申
込

書
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
 

（
宛

先
）
安
曇
野
市
 
 

 
 
 
図
書

館
長
 

住
 
所

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

氏
 
名

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

電
 
話
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
安

曇
野

市
図
書

館
の
資

料
を

著
作
権

法
（

昭
和

4
5
年

法
律

第
4
8
号

）
第

31
条

（
図

書
館

等
に

お
け

る
複

製
）

に
基

づ
き
、
調
査
・
研
究

の
た
め
下
記

資
料

の
複
写
を
申
し

込
み
ま
す
。
 

 
な

お
、
著
作
権
に
関
す

る
一
切
の
責

任
は
複

写
申

込
者
に
あ

る
も

の
と

し
ま

す
。
 

資
料

名
 

複
写

箇
所
 

枚
 

 
 

数
 

備
考
 

白
黒
 

カ
ラ

ー
 

 
Ｐ
 
 
  
～
Ｐ
 

 
 

 

 
Ｐ
 
 
  
～
Ｐ
 

 
 

 

 
Ｐ
 
 
  
～
Ｐ
 

 
 

 

 
Ｐ
 
 
  
～
Ｐ
 

 
 

 

 
Ｐ
 
 
  
～
Ｐ
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ｐ
 

 
  
～
Ｐ

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
  

 
 
 

 

 
ミ

ス
プ

リ
ン

ト
 

枚
 

枚
 

 

合
計
 

枚
 

枚
 

 

 
金

額
 

円
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様
式

第
７

号
（

第
1
5
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
改

 
正

 
後

 
 図

書
等
 

損
傷
・

汚
損

・
紛

失
 

届
 

 
 

年
 
 

月
 

 
日

 

（
宛

先
）
 

安
曇

野
市

 
 
 

 
 

図
書

館
長

 

 

貴
館

の
図

書
等

を
（

損
傷

・
汚

損
・
紛

失
）

し
た

の
で

、
安

曇
野

市
図
書

館
管

理
規

則
第

1
5条

 
 の
規

定
に
基

づ
き

弁
償

し
ま

す
。

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

＊
太

枠
の

項
目

を
記

入
し
て

く
だ

さ
い

。
 

名
 
前

 
（
団

体
名

）
 

 
電

話
 

番
号

 
 

利
用
者

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
 
 

所
 

（
〒
 

 
 
 

 
 

 
 

 
）
 

資
料

名
 

 

定
 
 

価
 

円
 

 
 

 
 

 

著
 者

 
名
 

 
出

 版
 
社
 

 

資
料

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
図

書
館
記

入
欄

 

弁
償

の
方

法
 

・
同

一
の

図
書

等
を

弁
償
 

・
館

長
が

相
当

と
認

め
る
図

書
等

を
弁

償
 

・
相

当
の

代
価

の
支

払
（
金

額
 

 
 

 
 

 
 
円

）
 

受
取

希
望

 
有

 
・

 
無

 
担

当
者

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

様
 

安
曇
野

市
 

 
 

 
図
書

館
長

 
印

 

 

受
領
書

 

下
記

の
資
料

を
確

か
に

受
け
取

り
ま

し
た

。
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

資
料
名

 
 

[注
意
事
項
]後

日
、
資
料
が
出
て
き
て
も
図
書
館
に
収
め
た
弁
償
本
な
ど
の
お

渡
し

は
で
き

ま
せ

ん
の
で
、
 

御
了
承
く
だ
さ
い
。
 

切
り

取
り

線
 

様
式

第
８

号
（

第
1
5
条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
改

 
正

 
前

 

 

図
書

等
 
紛

失
・

汚
損

・
損
傷
 

届
 

 
 

年
 
 
月
 
 

日
 

 
（

宛
先
）
安
曇
野
市
 

 
 
 
 
図

書
館

長
 

氏
  
 名

 
（
団

体
名
）
 

 
電
話
 

番
号
 

 

利
用

者
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所
 
（

〒
 
 
 
 

 
 

 
 
 
）
 

資
料

名
 

 

定
 
  
  
 
価
 

円
 

 
 
 
 
 

著
者

名
 

 
出

版
社
 

 

資
料

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
＊

太
枠
の
項
目
を
記
入

し
て
く
だ
さ

い
。
 

 
図

書
館
記
入
欄
 

弁
償

の
方

法
 
・

同
一

の
図

書
等
を

弁
償
 

・
館

長
が
相

当
と
認

め
る
図
書

等
を

弁
償
 

・
相

当
の
代

価
の
支

払
（
金
額

 
 

 
 

 
 
 

円
）
 

受
け

取
り

希
望
 

有
・

無
 

担
当
者
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
様
 

安
曇

野
市
 

 
 

 
図

書
館
長

 
印
 

 
受

領
書
 

下
記

の
資
料
を
確
か
に
受

け
取
り
ま
し

た
。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

資
料

名
 

 

[注
意
事
項
]後

日
、
資

料
が
出

て
き
て

も
図
書
館

に
収
め

た
弁
償

本
な
ど

の
お
渡

し
は
で

き
ま
せ

ん
の
で

、
御
了

承
く
だ

さ
い
。
 

    

切
り

取
り

線
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第７号 教育部 文化課 

令和 7 年２月 17 日提出 (課長)三澤新弥 (担当) 佐野順子 

  

件名 安曇野市穂高鐘の鳴る丘集会所条例の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
当該施設の用途の変更及び条例改正の可否 

要旨 

穂高鐘の鳴る丘集会所の用途を変更し、芸術家が創作活動等を行うことがで

きる機能を備えるものとしたい。これに伴い関連条例の所要の改正を行うも

の。 

説明 

１ 改正趣旨 

  設置目的や事業内容に、芸術文化活動の場の提供と芸術家の支援を加え

るもの。 

  改正前：郷土の歴史や文化に係る活動の場の提供に関すること、 

       青少年の健全育成に係る集団学習の場の提供に関すること 

  改正後：上記の２つに「芸術文化活動の場の提供及びその他の支援に関す

ること」を追加する。 

 

２ 施設の一部を芸術家の創作活動等のために有料で貸し出しできるように

変更するもの 

アトリエ１ 

（創作用） 

個人又は団体（３人以下）が利用するとき 

※他の利用者と共同利用、４人まで利用可 

１人１日 

500 円 

入場料等を徴収せずに団体（４人以上）が利

用するとき 

１室１日 

2,000 円 

入場料等を徴収せず占有して利用するとき 

入場料等を徴収して占有して利用するとき １室１日 

2,800 円 

ア ト リ エ

２、アトリ

エ３ 

（創作、展

示、講座用） 

入場料等を徴収せずに利用するとき １室１日 

1,000 円 

入場料等を徴収して利用するとき １室１日 

1,400 円 

 

３ 施設の開館時間を変更するもの 

 改正前：午前８時 30 分から午後５時 
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自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は 協議に関する情報で
公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が損なわ
れるおそれのある案件に該当するため非公開とします（平成18年安曇野
市条例第５号）第５条第１項第５号）



 

【教育委員会定例会提出資料】 

議案第８号 教育部 文化課 

令和 7 年２月 17 日提出 (課長)三澤新弥 (担当) 佐野順子 

  

件名 安曇野市穂高鐘の鳴る丘集会所管理規則の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
規則改正の承認 

要旨 
安曇野市穂高鐘の鳴る丘集会所条例の改正に伴い、規則についても所

要の改正を行うもの。 

説明 

１ 条例の改正に伴い、必要な様式の追加、又は変更を行うもの 

 施設の一部を芸術家の創作活動等のために貸し出しできるように条

例を改正することから、施設の貸し出しに係る手続き方法の規定や、

申請書等の様式を変更し、又は追加する。 

 

２ 条例の改正に伴い、施設を貸し出すときの使用料の減免団体を規定

するもの 

 条例の使用料減免の規定に係り、減免団体等の要件を新たに規定

する。 

 

３ 字句体裁の整理を行うもの 

 

４ 施行日 

 令和７年６月１日 

 ただし、集会所の利用に係る手続きその他の行為（準備行為）につい

ては、施行日を令和７年４月１日とする。 

（以 上） 
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自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は 協議に関する
情報で、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中
立性が損なわれるおそれのある案件に該当するため非公開とします
（平成18年安曇野市条例第５号）第５条第１項第５号）



 

【教育委員会定例会提出資料】 

議案第９号 教育部 文化課 

令和 7 年２月 17 日提出 (課長)三澤新弥 (担当) 佐野順子 

  

件名 安曇野市博物館条例の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
安曇野市豊科近代美術館の名称変更及び条例改正の承認 

要旨 
安曇野市豊科近代美術館の名称変更を行いたい。また、これに伴い所要

の条例の改正を行うもの。 

説明 

１ 豊科近代美術館の名称変更に伴い、同美術館の表記を新名称の「安

曇野市美術館」に改めるもの 

 

２ 休館日の規定に、休館日から除外される日の条件を追加するもの 

 改正前：①月曜日 

②国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日 

 改正後：①月曜日（その日が国民の祝日に関する法律第３条に規定す

る休日（次号において「休日」という。）に当たるときを除く。） 

②休日の翌日（その日が日曜日、土曜日又は休日に当たると

きを除く。） 

 

３ 安曇野高橋節郎記念美術館の「高」の字を、「髙」に改めるもの 

  安曇野髙橋節郎記念美術館の表記が誤っていたため、高橋節郎美

術館の「高」の字を、正しい「髙」の字に改める。 

 

４ 施行日 

 令和７年４月１日 

（以 上） 
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自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は 協議に関する情
報で、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立
性が損なわれるおそれのある案件に該当するため非公開とします（
平成18年安曇野市条例第５号）第５条第１項第５号）



 

【教育委員会定例会提出資料】 

議案第 10 号 教育部 文化課 

令和 7 年２月 17 日提出 (課長)三澤新弥 (担当) 佐野順子 

  

件名 安曇野市博物館条例施行規則の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
規則改正の承認 

要旨 
安曇野市豊科近代美術館の名称変更等に係る所要の条例の改正を行う

もの。 

説明 

１ 豊科近代美術館の名称変更に伴い、同美術館の表記を新名称の「安

曇野市美術館」に改めるもの 

 

２ 様式の改正を行うもの 

（１） 様式中の教示文を適正なものに改正する。 

（２） 押印の必要がない様式について、様式中の押印のマークを削

る。 

 

３ 字句体裁の整理を行うもの 

（１） 安曇野高橋節郎記念美術館の「高」の字を、「髙」に改める。 

（２） その他の字句体裁の整理を行う。 

 

４ 施行日 

 令和７年４月１日 

 

（以 上） 
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自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は 協議に関する情
報で、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立
性が損なわれるおそれのある案件に該当するため非公開とします（
平成18年安曇野市条例第５号）第５条第１項第５号）



 

【教育委員会定例会提出資料】 

議案第 11 号 教 育 部 子ども家庭支援課 

令和７年２月 17 日提出 (課長)山越寿彦 (担当)赤羽賢一  

  

件名 安曇野市こども計画の策定について 

決定を要する事項の

内容 
計画策定の可否 

要旨 

こども基本法の規定に基づき、全てのこども・若者が身体的・精神

的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会の実現のため、市

のこども施策を網羅し、総合的に推進することを目的に策定するも

の。 

説明 

１ 計画の内容  

(１) 基本理念 『自然・地域・人が紡ぐ こどもが輝くまち 安

曇野』 

(２) 基本目標 

① 子ども・若者がたくましく、健やかに成長できるまち 

② 子ども・若者が自立し、安心して暮らせるまち 

③ 地域全体で子ども・若者、子育てを支えるまち 

 

２ 計画期間 令和７年度～令和 11 年度（５年間） 

 

３ 計画の要点 

(１) 子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者計画」、

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく

「こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」、市こども

施策を網羅するため「子ども・子育て支援事業計画」の内容を

組み込むため一体的に策定を進める。 

(２) 同時策定の子ども・子育て支援事業計画と共通した基本理念

及び基本目標等を設定。 

(３) 市こども施策をライフステージごとの施策（誕生前から乳幼

児期、学童期・思春期、青年期）、ライフステージ全体の施策に

分類することで分かりやすい施策体系を形成。  

 

４ パブリックコメント 

(１) 実施日程 令和６年 12月 23日（月）～令和７年１月 21日（火） 

(２) 結果 ２名 ５件 
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５ 今後のスケジュール 

 令和７年２月 部長会議 

３月 市議会福祉教育委員会報告 

３月～４月 計画書及び概要版の印刷製本及び関係機関

等への配布 

※計画冊子・概要版については、「安曇野市こども計画」として「第

３次安曇野市子ども・子育て支援事業計画」を組み込み一体的

に作成・配布 

４月～ 計画概要等の広報掲載 

 

（以上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第 12 号 教 育 部 子ども家庭支援課 

令和７年２月 17 日提出 (課長) 山越寿彦 (担当)赤羽賢一  

  

件名 第３次安曇野市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

決定を要する事項の

内容 
計画策定の可否 

要旨 

子ども・子育て支援法に基づき、子どもの健やかな育ちと保護者の

子育てを社会全体で支援する環境整備を計画的に推進することを目

的に策定。 

説明 

 

※「第３次安曇野市子ども・子育て支援事業計画」の冊子はありま

せん。「安曇野市こども計画」をご覧ください。 

 

１ 計画の内容  

(１) 基本理念 『自然・地域・人が紡ぐ こどもが輝くまち 安

曇野』 

(２) 基本目標 

① 子ども・若者がたくましく、健やかに成長できるまち 

② 子ども・若者が自立し、安心して暮らせるまち 

③ 地域全体で子ども・若者、子育てを支えるまち 

 

２ 計画期間 令和７年度～令和 11 年度（５年間） 

 

３ 計画の要点 

(１) 同時策定のこども計画と共通した基本理念及び基本目標等を

設定。  

(２) 児童福祉法及び子ども・子育て支援法改正により新たに４事

業（妊婦等包括相談支援事業、産後ケア事業、子育て世帯訪問

支援事業、乳児等通園支援事業）を計画に位置付ける。 

(３) 安曇野市立認定こども園民営化中長期ビジョンを組み入れ

る。 

 

４ パブリックコメント 

(１) 実施日程 令和６年 12月 23日（月）～令和７年１月 21日（火） 

(２) 結果 １名 １件（同時策定のこども計画に対する意見２名５件と重複） 
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５ 今後のスケジュール 

 令和７年２月 部長会議 

３月 市議会福祉教育委員会報告 

３月～４月 計画書及び概要版の印刷製本及び関係機関

等への配布 

※計画冊子・概要版については、「安曇野市こども計画」として「第

３次安曇野市子ども・子育て支援事業計画」を組み込み一体的

に作成・配布 

４月～ 計画概要等の広報掲載 

（以上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第 13 号 教育部教育部 こども園幼稚園課 

令和 7 年 2 月 17 日提出 (課長)佐々木真貴  (担当係長) 青嶋梢 

  

件名 安曇野市一時預かり事業実施要綱の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
要綱改正の可否 

要旨 要綱の一部改正を協議するもの 

説明 

 

１ 趣旨 

・利用対象の一般型に、「里帰り出産等に伴い一時的に市内に滞在する

乳幼児」及び「移住促進の取組に伴い一時的に市内に滞在する３歳以

上児」を追加するもの。 

・一時預かり事業の登録及び利用申込に電子申請を追加するもの。 

・利用申込の期限を利用する月の前月の 20 日までに変更するもの。 

・利用負担金の納期限を利用した月の翌月の末日とするもの。 

・その他、字句等所要の修正を行うもの。 

 

２ 施行日 

 令和 7 年 3 月 1 日 

 

３ 一部改正の内容 

 別添のとおり 

 

 

（以 上） 
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、
一
時
預
か
り
事
業
利
用
登
録
申
込
書

（
様
式
第
１
号
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
乳
幼
児
の
保
護
者
は
、
教
育
委
員
会

が
別
に
定
め
る
電
子
申
請
方
式
に
よ
り
、
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
込
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
込
み
理
由
等
を
審
査

す
る
と
と
も
に
、
乳
幼
児
の
健
康
状
態
を
把
握
し
た
上
で
、
速
や
か
に
利
用
の
可
否
を
決
定
し
、
そ

の
旨
を
一
時
預
か
り
事
業
決
定
通
知
書
（
様
式
第
２
号
）
に
よ
り
保
護
者
等
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
 

３
 
教
育
委
員
会
は
、
前
２
項
に
規
定
す
る
申
込
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
込
み
理
由
等
を
審

査
す
る
と
と
も
に
、
乳
幼
児
の
健
康
状
態
を
把
握
し
た
上
で
、
速
や
か
に
利
用
の
可
否
を
決
定
し
、

３
 
長
期
休
業
型
及
び
幼
稚
園
型
を
利
用
す
る
乳
幼
児
に
つ
い
て
は
、
市
立
認
定
こ
ど
も
園
の
利
用
の

決
定
又
は
安
曇
野
市
立
穂
高
幼
稚
園
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
時
に
前
２
項
に
よ
る
手
続
が
あ
っ
た
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改
正
後
 

改
正
前
 

そ
の
旨
を
一
時
預
か
り
事
業
決
定
通
知
書
（
様
式
第
２
号
）
に
よ
り
保
護
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す

る
。
 

も
の
と
み
な
す
。
 

４
 
長
期
休
業
型
及
び
幼
稚
園
型
を
利
用
す
る
乳
幼
児
に
つ
い
て
は
、
市
立
認
定
こ
ど
も
園
の
利
用
の

決
定
又
は
安
曇
野
市
立
穂
高
幼
稚
園
の
利
用
の
許
可
を
受
け
た
時
に
前
３
項
に
よ
る
手
続
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
す
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
利
用
申
込
等
）
 

（
利
用
申
込
等
）
 

第
８
条
 
保
護
者
は
、
事
業
を
利
用
す
る
月
の
前
月
の
20
日
ま
で
に
、
一
時
預
か
り
事
業
利
用
申
込
書

（
様
式
第
３
号
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

第
８
条
 
保
護
者
は
、
事
業
を
利
用
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
一
時
預
か
り
事
業
利
用
申
込
書
（
様
式

第
３
号
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
費
用
の
負
担
）
 

（
費
用
の
負
担
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

第
９
条
 
（
略
）
 

２
 
納
期
限
は
、
利
用
し
た
月
の
翌
月
の
末
日
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

別
表
（
第
９
条
関
係
）
 

別
表
（
第
９
条
関
係
）
 

備
考
 
 

１
 
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
２
条
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
を
利
用
す
る
場
合
の
費
用
負

担
金
額
は
、
こ
の
表
の
半
額
（
30
分
ご
と
の
日
額
、
給
食
及
び
お
や
つ
を
除
く
。
）
と
す
る
。
 

２
 
第
２
条
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
を
利
用
す
る
場
合
の
費
用
負
担
金
額
は
、
こ
の
表
の
30
分
ご
と

の
日
額
と
す
る
。
 

３
 
支
援
法
第
30
条
の
４
第
２
号
に
認
定
さ
れ
た
子
ど
も
が
、
第
２
条
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
を
利

用
し
た
場
合
の
費
用
負
担
金
額
は
、
利
用
負
担
金
額
と
45
0円

を
比
較
し
て
少
な
い
額
を
日
額
の

上
限
額
と
す
る
。
 

 

備
考
 
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
２
条
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
を
利
用
す
る
場
合
の
費
用

負
担
金
額
は
、
こ
の
表
の
半
額
（
30
分
ご
と
の
日
額
、
給
食
及
び
お
や
つ
を
除
く
。
）
と
す
る
。

ま
た
、
第
２
条
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
を
利
用
す
る
場
合
の
費
用
負
担
金
額
は
、
こ
の
表
の
30
分

ご
と
の
日
額
と
し
、
支
援
法
第
30
条
の
４
第
２
号
に
認
定
さ
れ
た
子
ど
も
に
適
用
す
る
場
合
は
、

利
用
負
担
金
額
と
45
0円

を
比
較
し
て
少
な
い
額
を
日
額
の
上
限
額
と
す
る
。
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様
式
第

１
号

（
第

７
条
関

係
）

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

改
 

正
 

後
 

  

様
式
第

１
号

（
第

７
条
関

係
）

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

改
 

正
 

前
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様
式
第

２
号

（
第

７
条
関

係
）

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

改
 

正
 

後
 

  

様
式
第

２
号

（
第

７
条
関

係
）

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

改
 

正
 

前
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議案第 14 号 教育部 各課 

令和７年２月 17 日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 

 

課名 共催 後援 

学校教育課   

生涯学習課   

文化課 １件  

子ども家庭支援課  １件 

               （詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 
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文
化

課
 

 
  

 

種
別

(共
催

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

公
益

財
団

法
人

　
碌

山
美

術
館

　
代

表
理

事
高

野
　

博

小
説

「
安

曇
野

」
の

主
要

人
物

で
あ

る
荻

原
碌

山
の

顕
彰

で
あ

る
碌

山
忌

、
そ

の
講

演
会

は
地

域
文

化
活

動
の

推
進

に
資

す
る

と
思

わ
れ

る
。

2
月

1
2

日
令

和
7

年
4

月
1
9
日

(土
)

穂
高

会
館

講
堂

姜
尚

中
氏

は
「
日

曜
美

術
館

」
の

メ
イ

ン
キ

ャ
ス

タ
ー

を
務

め
て

お
り

、
芸

術
へ

の
造

詣
も

深
く

、
。
幅

広
い

観
点

か
ら

ア
ー

ト
と

地
域

力
の

関
係

に
つ

い
て

示
唆

頂
け

る
と

考
え

た
。

演
題

:「
ア

ー
ト

が
開

く
地

域
力

」
　

講
師

:姜
尚

中
氏

-
-

-
基

準
第

３
条

第
２

項
に

よ
り

可

■
碌

山
美

術
館

　
第

1
1
5

回
碌

山
忌

　
記

念
講

演
会

主
催

：
公

益
財

団
法

人
　
碌

山
美

術
館
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子
ど

も
家

庭
支

援
課

 

 
 

 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（
趣

旨
）

開
催

内
容

R
5

R
4

R
3

所
管

課
意

見

株
式

会
社

テ
レ

ビ
信

州
代

表
取

締
役

小
野

谷
俊

介

安
曇

野
市

民
含

め
多

く
の

方
に

ご
来

場
い

た
だ

き
子

ど
も

た
ち

に
夢

と
希

望
を

与
え

心
を

育
む

イ
ベ

ン
ト

と
し

て
広

く
周

知
す

る
た

め

1
月

2
2

日
令

和
７

年
６

月
2

9
日

（
日

）
11

：
０

０
～

1
6

：1
5

キ
ッ

セ
イ

文
化

ホ
ー

ル
勇

気
、
思

い
や

り
を

テ
ー

マ
に

し
た

ミ
ュ

ー
ジ

カ
ル

を
未

就
学

児
連

れ
の

親
子

に
楽

し
ん

で
い

た
だ

く
ア

ニ
メ

の
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
に

よ
る

ミ
ュ

ー
ジ

カ
ル

（１
日

２
回

公
演

）
-

-
-

基
準

第
３

条
第

２
項

に
よ

り
可

■
そ

れ
い

け
！

ア
ン

パ
ン

マ
ン

　
ミ

ュ
ー

ジ
カ

ル
「
お

も
ち

ゃ
の

国
と

み
ん

な
の

た
か

ら
も

の
」

主
催

：
株

式
会

社
テ

レ
ビ

信
州

　

-88-



 【教育委員会定例会提出資料】 

議案第 15 号 教育部 学校教育課 

令和７年２月 17 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)高橋満 

  

タイトル 教育長の安曇野市烏川土地改良区総代への就任について 

決定を要する事項の

内容 
就任可否及び職務専念義務免除の可否 

要旨 

教育長に対し、安曇野市烏川土地改良区総代に当選した旨の通知が

あった。これに就任することの可否、及び会議出席のための職務専

念義務の免除の可否を協議するもの。 

説明 

１ 経緯 

令和７年２月５日、「安曇野市烏川土地改良区総代当選通知」を

収受。 

 

２ 職務 

総代会等への出席等。 

 

３ 根拠など 

〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162

号） 

第 11 条 略 

７ 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、…(略)…又は

報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならな

い。 

 

〇安曇野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（平成

17 年安曇野市条例第 30 号） 

 （安曇野市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に

関する条例（平成 17 年安曇野市条例第 42 号）第３条による読

み替え後） 

（職務に専念する義務の免除） 

第２条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、

あらかじめ安曇野市教育委員会又はその委任を受けた者の承認

を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 

(３) 前２号に規定する場合を除くほか、安曇野市教育委員会が定

める場合 

 

（以 上） 
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個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得る
もので、個人情報の保護に該当する案件に該当するため、非公開
とします（安曇野市情報公開条例（平成18年安曇野市条例第５号
）第５条第１項第２号）。



【教育委員会定例会提出資料】 

議案第 16 号 教育部学校教育課 

令和７年２月 17 日提出 (課長) 上條貴芳(担当)高橋満 

  

タイトル 令和７年度有明高原寮視察委員会委員の推薦について 

決定を要する事項 標記委員として推薦する者の決定 

要旨 有明高原寮長より推薦依頼があったため、推薦を依頼するもの。 

説明 

１ 経緯 

令和７年２月３日付けで有明高原寮長より標記委員の推薦依頼

があった。 

 

２ 推薦人数等 

教育委員会委員の中から１人。 

 

３ 任期  

令和７年４月から１年間 

 

 

 

 

（以 上） 
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個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得る
もので、個人情報の保護に該当する案件に該当するため、非公開
とします（安曇野市情報公開条例（平成18年安曇野市条例第５号
）第５条第１項第２号）。



【教育委員会定例会提出資料】 

議案第 17 号 教育部 学校教育課 

令和７年２月 17 日提出 (課長)上條貴芳 (担当係長)中田吉成 

  

タイトル 三郷小学校長寿命化改良工事 建築主体工事に係る変更契約について 

決定を要する

事項の内容 
工事計画の変更とそれに伴う変更契約の可否 

要旨 

三郷小学校長寿命化改良工事について建設当時の施工不良個所が発見

された。建物の安全性確保のため、当該工事に是正工事を追加し変更契

約を行いたい。 

 

１ 経過  

三郷小学校長寿命化改良工事に着手したところ、建設当時の施工不良

個所が発見され、詳細調査を実施した結果、別紙のとおり課題が明らか

になった。従前の工事計画は現状の建物が設計図面通りの施工がされた

ものであることを前提に作成されたものであるため、今後校舎を安全に

使用し続けるための是正工事を実施する必要が生じました。 

 

２ 計画期間 

 令和７年１月  躯体調査完了、是正箇所特定 

    ～４月  是正工事及び耐震改修に係る設計完了 

    ～12 月  工事完了 

 

３ 費用等 

 ３月議会において、398,112 千円を増額する補正予算及び是正工事を

含んだ内容の変更契約に係る議案を上程する。 

 

 （内訳） 

 施行不良箇所を加味した費用  307,780 千円 

  影響を受ける電気設備工事費用  90,332 千円 

   

        

（以 上） 
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自治体の実施機関等の内部における審議、検討又は 協議に関する情
報で、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立
性が損なわれるおそれのある案件に該当するため非公開とします（　
平成18年安曇野市条例第５号）第５条第１項第５号）



【教育委員会定例会提出資料】 

報告第１号 教育部 学校教育課 

令和７年２月 17 日提出 (課長) 上條貴芳  (担当) 堀内雅文 

  

タイトル 学校の空気環境の改善に係る署名簿について 

要旨 

きれいな空気、みんなで元気の会から、安曇野市教育長に対して学

校の空気環境の改善に係る要望として、賛同者の署名簿が提出され

たため、これを報告するもの。 

説明 

 
１ 提出者 

 きれいな空気、みんなで元気の会（代表：小林ふみ氏） 

 

２ 要望事項 

 安曇野市の学校の空気環境を改善するため、教育委員会に対し次

の４項目について対策を講じるよう求める。 

 (１) 学校の空気環境の実態調査を行い、調査結果を保護者に報

告すること。 

 (２) シックスクールが及ぼす危険性・原因物質の有害性を学ぶ

機会を設け、この問題への理解と協力を得られるよう、働き

かけること。 

 (３) 教育委員会は、全ての子どもが有している「健康的な環境

で教育を受ける権利」を守るため、教職員に柔軟剤と合成洗

剤を使わないよう、禁止すること。 

 (４) 室内TVOC・400㎍/m³以下を維持できるように、測定機を導

入すること。 

 

３ 署名状況 

 総数 1,032筆（内訳 ネット署名 588筆、紙署名 444筆） 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第２号 教育部 生涯学習課 

令和７年２月 17 日提出 (課長) 二木正  (担当) 大蔵邦之 

  

タイトル 令和６年度安曇野市地区公民館報表彰審査会委員の委嘱等について 

要旨 委員の委嘱（市職員にあっては任命）することについて協議するもの。 

説明 

１ 委員 

区分  氏名 所属 

第２号 安井 邦夫 安曇野市明科公民館長 

第３号 池田 義光 安曇野市公民館報記者 

第４号 松田 直樹 (株)市民タイムス安曇野支社長 

第３号 山岸 正志 安曇野市政策部秘書広報課 

 

２ 任期 委嘱等された日から審査が終了した日まで 

 

３ 根拠  

〇安曇野市地区公民館報表彰要綱（平成 27 年安曇野市教育委員会告示第

２号） 

（審査会） 

第５条 地区公民館報の審査を行うため、安曇野市地区公民館報表彰審

査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ （組織） 

第６条 審査会は、委員５人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、安曇

野市教育委員会が委嘱又は任命する。 

 (1) 安曇野市教育長 

 (2) 安曇野市公民館長会の代表 

 (3) 安曇野市公民館長会長の推薦する者 

 (4) 学識経験者 

２ 委員の任期は、委嘱又は任命された日から審査が終了した日までとす

る。 

３ 審査会に会長を置き、安曇野市教育長をもってこれに充てる。 

４ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を

代理する。 

 

４ 表彰 最優秀賞１件、優秀賞２件、審査員特別賞１件を決定し、令和７年６

月８日開催予定の第 19 回安曇野市公民館大会にて表彰を行う 

 

（以 上） 
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個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得る
もので、個人情報の保護に該当する案件に該当するため、非公開
とします（安曇野市情報公開条例（平成18年安曇野市条例第５号
）第５条第１項第２号）。



報告第３号 教育部 文化課 

令和７年２月 17 日提出 (課長)三澤新弥 (担当係長)逸見大悟 

  

タイトル 
安曇野市誌編さん専門調査会（自然部会）専門調査員の委嘱等に

ついて 

要旨 

『安曇野市誌 自然編』の編さんにあたり、調査・執筆を行って

いただくため、安曇野市誌編さん専門調査会（自然部会）専門調

査員を委嘱（市職員にあっては任命）することについて報告する

もの。 

説明 

１ 委員 

別紙のとおり、18 人（委嘱 13 人、任命５人） 

 

２ 任期 

 委嘱等の日から令和９年３月７日まで 

 

３ 根拠 

〇安曇野市誌編さん専門調査会設置要綱（令和２年９月24日教育

委員会告示第９号） 

（設置） 

第１条 安曇野市誌編さんに関する調査・執筆等の実務を的確か

つ効率的に行うため、専門調査員で構成する安曇野市誌編さん

専門調査会（以下「調査会」という。）を設置する。 

（専門調査員） 

第２条 前条に規定する調査会の専門調査員は、安曇野市市誌編

さん計画に沿って学識経験者の中から安曇野市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）が委嘱又は任命する。 

（任期） 

第３条 専門調査員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げ

ない。 

（部会） 

第４条 調査会に専門調査員３人以上で構成する次に掲げる部

会を安曇野市市誌編さん計画に沿って置く。 

(１) 民俗部会 

(２) 考古部会 

(３) 自然部会 

(４) 近現代部会 

(５) 中近世部会 

(６) 地域資料調査部会 

（以 上） 
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個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得
るもので、個人情報の保護に該当する案件に該当するため、非
公開とします（安曇野市情報公開条例（平成18年安曇野市条例
第５号）第５条第１項第２号）。



 

報告第４号 教育部 各課 

令和７年２月 17 日提出  

  

タイトル 後援依頼の教育長専決の報告について 

報告を要する事項の内容 教育長専決に伴う報告 

要旨 

課名 後援 

学校教育課 １件 

生涯学習課 １件 

文化課 ２件 

子ども家庭支援課 ２件 

        （詳細別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化及びスポーツの普及向上に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 後援の承認について、教育長が専決できる行事は次に掲げるとおりとする。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（団体又は行事が、前条第２項の規定を満たしているか判 

断し難いものは除く。） 
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報告第５号 

令和６年度 事業進捗状況報告（懸案事項等） 
１ 学校教育課 

教育総務係・教育指導室・学校教育担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

教育振興基本計画 

１ ２/７（金）第４回策定検討委員会開催。 

 

１ ２月下旬までに市長決裁

予定。２/28（金）部長会

議にて報告。 

学校保健事業関係 

１ 学校医等委嘱 

・委嘱期間満了前の辞意を受け、各団体へ推薦

を依頼 

 

１ 学校医等委嘱 

・推薦書を収受した後、新任

者の元へ挨拶のため訪問 

２ アレルギー対応委員会 

・３/12（水）第２回委員会 

就学時健診業務 

１ 来年度実施日程調整依頼 

・学校医・学校歯科医、市内小学校へ日程調整

を依頼 

１ 来年度実施日程決定・通知 

就学援助事務 

１ 就学援助費 

・後期分 支給額更正、通知 

・事前支給に係る認定審査及び審査結果通知 

２ 特別支援教育就学奨励費 

・後期分 支給額更正、通知 

１ 就学援助 

 ・３/５（水）事前支給 

・３/５（水）後期支給 

・令和６年度案内配布準備 

２ 特別支援教育就学奨励費 

・３/５（水）後期分支給 

GIGA スクール 

１ ICT 支援員 

・各学校への ICT 支援訪問 

２ ネットワーク診断 

・各学校のネットワーク診断業務 

３ ICT 教育推進委員会 

・１/30（木）あづみの ICT フォーラムを開催 

 （ICT 代表者を交えたパネルディスカッショ

ン、信州大学森下准教授による指導） 

４ 情報セキュリティ 

  教職員向け情報セキュリティ研修の実施

（496 名実施） 

１ ICT 支援員 

・各学校への ICT 支援訪問 

２ ネットワーク診断 

・各学校のネットワーク診断 

３ 情報セキュリティ 

・セキュリティ監査の実施

（穂高北小学校） 

 

コミュニティスク

ール事業 

１ 学校運営協議会支援 

・２/13（木）堀金小 

２ 地域学校協働本部連絡会 

・２/17（月）堀金地域 

 

１ 学校運営協議会支援 

・２/25（火）三郷中 

・３/５（水）豊科東小 

２ 地域学校協働本部連絡会 

・２/26（水）三郷地域 

・２/27（木）明科地域 

学校安全 

１ 第２回通学路交通安全部会 

・２/６（木）令和６年度通学路合同点検の結

果報告 

１ 第２回安曇野市交通安全

推進協議会 

・３/21（金）令和６年度通

学路合同点検の結果報告

及び対策（案）の承認 

 

-103-



事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

不登校支援事業 

１ 教育施設連携促進コーディネーター活動状況 

・民間施設等訪問件数 ７件 

・親の会への参加   １件 

・学校訪問による民間施設等を利用する児童生

徒の状況把握、情報交換 ５校 

 

２ 教育支援センター活動状況 

・１/24,31,2/7,14（金）穂高会館での出張教

室開催 

 

１ 市内の施設を定期訪問 

・市外にて不登校支援を実施

する施設にも随時訪問 

 

 

 

２ ２/21 頃予定：教育支援セ

ンター 

・民間施設利用者の合同活動

（ドローンを使って体験） 

キャリア教育 

１ 中学生キャリアフェスティバル 

 ・キャリアフェスティバル冊子製作、送付 

２ 次年度の計画立案 

   R7.10.15(水)実施の方向で調整中 

 

１ キャリアフェスティバル

冊子の送付（参加事業所） 

２ Ｒ７年度中学生キャリア

フェスティバルの計画書

作成 

・明科地区校長会２/13(木) 

 

 

２ 学校給食課 
 

学校給食担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

 

給食センター総務

費 

１ 給食センター更新計画策定事務 

 

２ 地産地消の取組み 

 ・２/４（火）静岡県袋井市視察（市内産 55％

の取組） 

 ・２/７（金）JA あづみ学校給食生産者講習会

参加 

 ・２/12（水）学校給食農産物生産者募集説明

会参加 

地産地消の取組み 

 

学校給食費会計公

会計事業 

１ 令和６年度給食費第９期再振替 （２/18

（火）） 

 

２ 令和６年度給食費第 10 期振替   （２/ 28

（金）） 

 

１ 令和６年度給食費 

小学校 320 円/食 

（うち保護者負担 280 円） 

中学校 375 円/食 

（うち保護者負担 330 円） 

 

 

各給食センター管

理運営事業 

１ 所管する学校へ安心で安全なおいしい給食

を提供できるように、施設及び調理環境の整備

の実施（各センター） 

２ 栄養士の学校訪問（各センター） 
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３ 生涯学習課  

社会教育係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

中央公民館事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 第２回安曇野市人権教育推進委員会委員及び 

人権教育指導員の合同会議 

 ・２/27（木）午後６時 30 分 豊科公民館ホール 

 

２ 第４回安曇野市芸能フェスティバル 

 ・３/２（日）午前９時 45 分 豊科公民館ホール 

  太鼓、舞踊、民謡、ダンス等全 25 演目 

 

３ 第 14 回安曇野市総合芸術展 

 ・３/６（木）～３/14（金）午前９時 30 分～午

後５時、豊科交流学習センターきぼう 

 

４ 第２回社会教育委員の会議 

 ・３/12（水）午後１時 30 分 本庁舎大会議室 

 

豊科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科公民館事業 
１ 第 62 回童謡祭り 

 ・２/22（土）午後１時 30 分 豊科公民館ホール 

 

穂高生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

穂高公民館事業 

 

 

 

１ 穂高青少年育成連絡協議会 

 ・２/20（木）午後７時 穂高公民館第３会議室 

 

２ 穂高納涼祭実行委員会 

 ・３/14（金）午後７時 穂高公民館第３会議室 

 

 

 

三郷生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

三郷公民館事業 

 

 

 

１ 三郷公民館長寿命化工事  

・進捗率：59.07％（12/31 現在）工期：３/24 （月） 

 

２ ひまわりクラブ閉講式 

 ・２/28（金）午前 10時 三郷文化公園体育館 

 

 

 

 

堀金生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

堀金公民館事業 

 

 

 

１ 堀金公民館サポート会議 

 ・３/３（月）午後７時 堀金支所会議室 

 

２ アンラーン講座「春に向けて楽しく運動しま

しょう」 

・３/６（木）午前 10時 30 分 堀金公民館講堂 

 

 

 

明科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

明科公民館事業 

 

 

 

１ あやめ杯ワンバウンドマッチ  

・２/16（日）午前８時 

 

２ 歴史講座「吉丸一昌と早春賦の碑」 

・２/18（火）午後１時 30 分 明科公民館講義室 
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４ 文化課  

文化振興担当 

事業 現    況 今後の取り組み 

芸術教育普及事

業 

１ 東京藝大交流事業  楽器演奏指導 

・２/15（土）豊科南中学校、リーダーズバンド練習 

 

２ 京都芸術大学連携 AKAP冬展 

・１/19日（日）～２/２（日）みらい展示ギャラリー 

 

３ 新進音楽家コンサート ジュニアクラシックコンサート 

３/15(土) みらい 

４ 熊井啓顕彰事業 

 

・熊井啓記念館ミニシアター 

 ２/13（木）10：00～12：00 きぼう 

 

５ ミュージアム活性化事業 

・美術館博物館年間予定表 

小中学生を同伴した保護者の入館料を無料とす

るパスポートの発行(全児童・生徒へ配布) 

12月利用者９人、１月利用者18人 

・美術館博物館職員等研修会 

オンライン研修 ２/18（火） 

 

 

 

 

 

 

文化団体補助事

業 

１ 『安曇野文化』刊行 

・安曇野文化第54号（冬号）刊行 ２/28（金） 

第１回安曇野文化刊行委員会 

３/12（水）14：00～15：30 

文化振興総務 

１ 博物館協議会 

 

２ 美術資料等選定委員会 

第３回博物館協議会 

３/５（水）９:30～11:30 

第１回美術資料等選定委員会 

３/18（火）13：30～15：30 

指定管理施設の

事業 

１ 豊科近代美術館 

・「豊科近代美術館移動展Ⅳ」１/11（土）～２/

２（日）ゆりのき 

２ 田淵行男記念館 

・

田淵行男写真展「山の表情」１/21（火）～４/27（日） 

・田淵行男賞写真作品  

応募受付 12/１（日）から２/28（金）まで田淵

行男記念館 １/31現在の応募状況：一般の部 14

点（14人）、ジュニアの部11点（１人） 

 

 

 

 

髙橋節郎記念美

術館改修工事 

３ 安曇野髙橋節郎記念美術館 

・空調工事、照明LED化等の改修のため休館 

12/２（月）～３/31（月）予定 

 

豊科近代美術館

大規模改修工事 
工事期間：６/３（月）～令和７年８月下旬  

博物館担当 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

豊科郷土博物館

教育普及事業 

１ 豊科郷土博物館こたつ講座(１月) 

 ・期日：１/11(土)参加者：15人、 

１/18(土)参加者：９人、 

２/１(土)参加者：15人、 

２/８（土）、２/15(土) 

１ 春季企画展「食卓の風景」 

・会期：２/22(土) 

～５月 18 日(日) 

貞享義民記念館

教育普及事業 

１ 瀧澤伸介水彩画展  

・会期：２/18(火)～３/２(日) 

１ 三郷美術会作品展  

・会期：３/８(土)～３/23(日) 
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事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

文書館施設運営

管理事業 

１ 重要文書等収集・整理（公開資料点数） 

・公文書 56,541 点、地域資料 55,654 点(１月末

現在)(１月新規点数/公文書 187 点、地域資料

28 点) 

 

文書館教育普及

事業 

１ 文書館講座「バックヤードツアー」 

・期日：２/16（日） 

１ 文書館講座「バックヤードツ

アー」 

・期日：２/16（日） 

市誌編さん事業 

１ 市誌編さん委員会 

・期日：１/16(木)  

１ 市誌編さん専門調査会 

・（民俗部会）３/３（月） 

・（自然部会）３/７（金） 

・（考古部会）３/13（木） 

鐘の鳴る丘集会所

大規模改修工事 

工事期間：令和６年６月 27 日（木）～令和７年３月上旬  

文化財保護係 

事業（懸案事項） 特記事項 今後の取り組み 

文化財保全事業 

１ 安曇野市文化財保存活用地域計画 

 策定支援業者と打ち合わせ（随時） 

２ 市指定文化財等々力家を含む土地の有効活用

の検討 

第２回文化財保護審議会３/10

（月） 

第４回地域計画策定協議会３/21

（金） 

図書館係 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

全館事業 

１ ３市連携企画展示「３つの市のご当地自慢」 

・期日 ２/１（土）～２/27（木）市内公共図書

館５館及び松本市、塩尻市図書館 

 

図書館事業 
１ 図書館協議会 第３回図書館協議会 

・３/７（金）みらい 午後１時 30 分～ 

 

中央図書館 

１ 映画上映会「いぬのえいが」 

・２/14（金）みらい 午後６時～ 

２ おはなしとしょかん特別版 

「絵本作家まるやまあやこさんといっしょだよ」 

・２/16（日）みらい 午前 10 時～ 

３ 麻根重次氏 第２作出版記念トークショー 

・２/16（日） みらい 午後２時～ 

 

豊科図書館 

１ 第２回チャレンジ講座「金融リテラシー講座～

将来に備えたライフプラン～（仮）」 

・１/25（土）きぼう 午前 10 時 30 分～参加者：

31 人 

 

堀金図書館 

１ 第２回わくわく講座「マジックスティックをつ

くろう」 

・２/18（火）堀金公民館 午後４時 30 分～ 

 

明科図書館 

１ おはなしひまわりスペシャル～明科図書館リ

ニューアル記念～ 

・２/22（土）ひまわり 午前 11 時～ 
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５ 子ども家庭支援課 

子ども子育て政策係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童クラブ整備

事業 

１ 教室改修工事等の進捗状況 

・１/28（火）豊科東小・明南小児童クラブ 

 備品（座卓等）納品 

 

第３次安曇野市

子ども・子育て支

援事業計画策定

業務 

１ 子ども・子育て会議 

・２/５（水） 午後１時 30 分～ 本庁舎３階 全員

協議会室 

 

こども計画策定

業務 

１ こども計画策定検討会議 

・２/５（水） 午後３時 00 分～ 本庁舎３階 全員

協議会室 

 

黒沢洞合自然公

園整備事業 

１ 工事契約 

・土木工事 ２/５（水）契約 

・造園工事 ～２/14（金）契約予定 

２ 実施設計業務 

・１/29（水）業務完了 

１ 黒沢洞合自然公園整備検討

委員会 

・２/28（金）午後１時 30 分～ 

 本庁舎３階 会議室 301 

子育て給付係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

安曇野市こども

の生活・学習支援

金 

交付事業 

１ ひとり親家庭等の大学等の受験料及び模試費用

を補助する事業を 12 月補正対応で新規実施 

・ 大学等受験料支援金  １人あたり 53,000 円上限 

・ 模試受験料支援金(大学等)１人あたり 8,000 円上

限 

・ 模試受験料支援金(高校等)１人あたり 6,000 円上

限  

１ １月中旬に対象者に申請書

類を送付し、年度末までの申請

を求める 

子ども家庭相談担当〈子ども発達支援相談室〉 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童発達支援事

業 

１ 遊びの教室 

・２月は 10 回実施 

こあら（１歳児）穂高（２/６（木）、２/７(金)、 

２/17(月)、２/21(金)） 

こあら（１歳児）豊科(２/４（火）、２/18(火)） 

いるか（２歳児）穂高（２/12（水）、２/14（金）、 

２/25(火)、２/28(金)）       

２ 発達相談日（親子であっぷっぷ） 

・２月は５回実施（２/４（火）、２/５（水）、２/13（木） 

 ２/19（水）、２/26(水)） 

３ 運動発達相談日（はいはいたっち） 

・２月は２回実施（２/３（月）、２/21（金）） 

４ ことばの相談日 

・２月は３回実施（２/６（木）、２/18（火）、２/27(木)） 

５ 親子で遊ぼう教室 

・２月は１回実施（２/10（月）） 

６ 子育て学習会 

・２月は２回実施（２/７(金)、２/13(木)） 

１ 遊びの教室 

・３月は６回の実施を予定 

 

 

 

 

 

２ 発達相談日 

・３月は２回の実施を予定 

 

３ 運動発達相談日 

・３月は２回の実施を予定 

４ ことばの相談日 

・３月は３回の実施を予定 

５ 親子で遊ぼう教室 

・３月は１回の実施を予定 

６ 子育て学習会 

・３月は実施なし 
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児童青少年係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童館運営事業 １ 児童クラブ令和７年度入所決定 

・１/28 以降順次、決定通知発送 

 

豊科児童館整備

事業 

１ 豊科中央児童館 建築工事 

・工期：R6.9.3（火）～R7.9.30（火） 

 

青少年育成環境

整備事業 

１ 長野県将来世代応援県民会議松本地域会議 

・１/27（月） 松本合同庁舎 午後２時 

 

２ 第４回青少年センター運営委員会 

・２/14（金） 共用会議室 305 午後１時 30分 

１ 長野県青少年補導委

員会・同補導センター両

連絡協議会合同理事会 

・２/20（木）web 開催 午

後１時 30分 

青少年体験事業 １ 冬季親子体験ラボ「アップルパイを作ろう！」 

・２/８（土） 堀金公民館 午前９時 30 分 

 

２ 子ども学芸クラブ 入会募集 

・２/28（金）まで 

 

子ども会育成会

支援事務 

１ 第２回松本地方子ども会育成連絡会 

・２/17（月） 塩尻総合文化センター 午前 10 時 

１ 市子ども会育成会第

４回常任委員会 

・３/４（火） 共用会議

室 305 午後７時 

２ 子ども会育成会活動

均等割補助金実績報告

受付 ３月中 

放課後子ども教

室実施事業 

１ わいわいランド実施 

・毎週水曜日 市内 10 小学校 

 

 

２ 堀金小わいわいランド地域連絡会議 

・２/３（月） 堀金公民館 午後６時 

 

 

３ 穂高南小わいわいランド地域連絡会議 

・２/12（水） 穂高南小学校 午後５時 

１ 穂高北小わいわいラ

ンド地域連絡会議 

・２/19（水） 穂高北小

学校 午後５時 

２ 穂高西小わいわいラ

ンド地域連絡会議 

・２/26（水）穂高西小学

校 午後５時 

３ 三郷小わいわいラン

ド地域連絡会議 

・２/26（水） 三郷小学

校 午後５時 

４ 豊科３小学校合同わ

いわいランド地域連絡

会議 

・３/６（木） 豊科公民

館 午後６時 

５ 放課後子ども総合プ

ラン運営委員会 

・３/11（火） 大会議室 

 午後７時 

 

-109-



６ こども園幼稚園課 

保育幼稚園担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

園庭芝生化工事

について 

・令和７年度は豊科地区４園（豊科認定こども園、豊科南

部認定こども園、南穂高認定こども園、たつみ認定こど

も園）堀金認定こども園で実施。２月下旬より着手。同

年８月中旬の完成を目指す 

残り 10 園（豊科２園・穂

高５園・明科２園・穂高

幼稚園）も打合せを行い、

芝生化を進めていく 

令和６年度公立

園卒園式につい

て 

・令和７年３月 21 日（金）午前９時 30分～ 

 年長児とその保護者、職員で行う 

 

 

 

 

入園申請（二次募

集）について 

・申請締め切り 令和７年１月 31日（金）現在調整中 

３月上旬に内定通知発送予定 
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